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 秘
書・広

聴
広

報
担

当

人口  30,149人（-55）　男  14,573人（-37）　女  15,576人（-18）　 世帯数  13,137世帯（-15）2022.7.1現在 （　）内は前月比

広
報

誌
を

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
や

 
タ

ブ
レ

ッ
ト

で
■

や
ま

な
し

森
の

印
刷

紙
こ

の
印

刷
紙

に
は

、
山

梨
県

有
林

か
ら

の
木

材
が

使
用

さ
れ

て
い

ま
す

。

人口と世帯

選ぶ、楽しさ。
昭和堂

創業 96年 昭和堂
☎
甲州市塩山下於曽 1541-1（塩山バイパス通り）

定休日　水曜
営業時間　10：00～19：00

P有

有
料
広
告

①防災行政無線で訓練用の緊急地震速報が流れ
ます。

②その場で安全確保行動「まず低く、頭を守り、
動かない」を実行しましょう。

自宅や職場などで
シェイクアウト訓練に参加しよう！
その場でできる１分間の防災訓練！

 総務課　防災危機管理室　行政・危機管理担当　☎３２‐５０４１

本市に甚大な被害を及ぼすと想定される「藤の木愛川断層」などによる地震は、平成28年4月に発生した熊
本地震と同じ内陸型地震です。私たちは、熊本地震などを教訓とし、日頃から防災対策を行うことが重要で
す。特に、地震発生時に大切なことは自分の身を守ることです。
本市は県、山梨市および笛吹市と連携し、「シェイクアウト訓練」を実施します。「シェイクアウト訓練」は、参
加者が一斉に身を守るための安全確保行動をとる、誰でも気軽にできる訓練です。
皆さんの積極的な参加をお願いします！

有
料
広
告

人工芝張替工事に伴い、次の期間利用できなくな
ります。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力
をお願いします。

利用中止期間　8月16日（火）〜12月28日（水）
※期間は変更になる場合があります。

 生涯学習課　スポーツ振興担当　☎３２‐５０９８

〈塩山テニス場〉 利用中止のお知らせ

訓練の参加登録にご協力をお願いします！
登録期間　11月1日（火）午後5時まで ※ホームページ・QRコードから登録できます。
https://www.pref.yamanashi.jp/kt-kenminc/r4shakeout/form.html

シェイクアウト+1（プラスワン）
家庭や地域、職場、学校等において避難経路の確認や、備蓄品・非常食の確認、各種
訓練（安否確認訓練、初期消火訓練、避難訓練など）を実施しましょう！
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（
内
１
４
１
１
～
１
４
１
３
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て
　

 

市
民
課
　
国
保
・
年
金
担
当
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（
内
１
０
２
１
～
１
０
２
３
）

 65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料
の
減
免

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
、収
入
が
著
し
く
減
少
す
る
な
ど
、介
護

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
状
況
と
な
っ
た
65

歳
以
上
の
被
保
険
者
の
方
に
対
し
て
、
次
の

要
件
に
あ
て
は
ま
る
場
合
、
申
請
に
よ
っ
て

介
護
保
険
料
が
免
除
ま
た
は
減
免
さ
れ
ま

す
。

対
象
者

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
被
保
険
者
で

①
同
一
世
帯
で
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死

亡
、ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
場
合

②
同
一
世
帯
で
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業

収
入
等
が
前
年
と
比
べ
て
３
割
以
上
減
少

が
見
込
ま
れ
る
場
合

※
減
少
が
見
込
ま
れ
る
事
業
収
入
等
に
係
る
所
得

以
外
の
前
年
の
所
得
合
計
が
４
０
０
万
円
以
下

で
あ
る
こ
と
。

減
免
対
象
期
間

令
和
４
年
４
月
１
日
～

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で
の
納
期
限
の
も
の

申
請
方
法

令
和
４
年
の
収
入
が
わ
か
る
書
類
等（
現
時

点
ま
で
）を
お
持
ち
に
な
っ
て
介
護
支
援
課

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

介
護
支
援
課
　
介
護
保
険
担
当

　 

☎
32
‐
５
０
６
６

職
場
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に

感
染
し
た
方
へ

　
次
に
該
当
す
る
方
は
労
災
補
償
の
対
象
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
感
染
経
路
が
業
務
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か

な
場
合

●
感
染
経
路
が
不
明
の
場
合
で
も
、
感
染
リ

ス
ク
が
高
い
業
務
※
に
従
事
し
、
そ
れ
に

よ
り
感
染
し
た
可
能
性
が
高
い
場
合

※
複
数
の
感
染
者
が
確
認
さ
れ
た
労
働
環
境
下
で

の
業
務
や
顧
客
等
と
の
近
接
や
接
触
の
機
会
が

多
い
労
働
環
境
下
で
の
業
務

●
医
師
・
看
護
師
や
介
護
の
業
務
に
従
事
さ

れ
る
方
々
は
、
業
務
外
で
感
染
し
た
こ
と

が
明
ら
か
な
場
合
を
除
き
、
原
則
と
し
て

対
象

●
症
状
が
持
続
し（
罹
患
後
症
状
が
あ
り
）、

療
養
等
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
も
保

険
給
付
の
対
象

◎
詳
し
く
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
Ｑ
＆
Ａ
項
目「
５
労
災
補
償
」を
ご
覧
く

だ
さ
い

 

甲
府
労
働
基
準
監
督
署
　

 

　
☎
０
５
５
‐
２
２
４
‐
５
６
１
９

国
民
健
康
保
険
税

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
減
免

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
、
次
の
要
件
を
満
た
す
方
は
国
民
健
康

保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
減
免

と
な
り
ま
す
。

対
象
者

１
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、

主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま
た
は
重
篤

な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯
の
方
　

　
➡
保
険
税
・
保
険
料
の
全
額
を
免
除

２
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
、主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
・

給
与
収
入
・
不
動
産
収
入
・
山
林
収
入
の
減

少
が
見
込
ま
れ
、
次
の
⑴
～
⑶
の
全
て
の

要
件
に
該
当
す
る
世
帯
の
方
　

　
➡
保
険
税
・
保
険
料
の
一
部
を
減
免

世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
に
つ
い
て
、

⑴
事
業
収
入
や
給
与
収
入
な
ど
収
入
の
種
類

ご
と
に
見
た
収
入
の
い
ず
れ
か
が
、
令
和

３
年
中（
前
年
）に
比
べ
て
３
割
以
上
減
少

す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
。

⑵
令
和
３
年
中（
前
年
）の
所
得
の
合
計
額
が

１
，０
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

⑶
収
入
減
少
が
見
込
ま
れ
る
種
類
の
所
得
以

外
の
令
和
３
年
中（
前
年
）の
所
得
の
合
計

額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

対
象
と
な
る
保
険
税
・
保
険
料

お
手
続
き
く
だ
さ
い

生
活
困
窮
者
緊
急
生
活
支
援
金

　
生
活
困
窮
者
緊
急
生
活
支
援
金
は
、
市
町

村
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯
や
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
家
計
急
変

の
あ
っ
た
世
帯
等
に
対
し
、
１
世
帯
当
た
り

１
万
５
，
０
０
０
円
を
支
援
す
る
新
た
な
支

援
金
で
す
。

※「
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯

生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
分
）」「
低
所
得
の
子
育
て

世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）」の
世
帯
は
対
象
外
。

●
対
象
世
帯

　
国
が
実
施
す
る「
低
所
得
の
子
育
て
世
帯

に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付

金
」（
児
童
１
人
当
た
り
５
万
円
）の
対
象
と

な
る
世
帯
を
除
く
以
下
の
世
帯
。

⑴
基
準
日（
令
和
４
年
６
月
１
日
）現
在
、
世

帯
全
員
の
令
和
４
年
度
分
の
住
民
税
均
等

割
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

※
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
者
の
扶
養
親
族
等

の
み
か
ら
な
る
世
帯
を
除
く
。

⑵
基
準
日
に
お
い
て
世
帯
全
員
の
令
和
４
年

度
分
の
住
民
税
所
得
割
が
非
課
税
で
あ
る

世
帯

※
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
者
の
扶
養
親
族
等

の
み
か
ら
な
る
世
帯
を
除
く
。

⑶
⑴
、⑵
の
ほ
か
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
し
、

⑴
ま
た
は
⑵
の
世
帯
と
同
様
の
事
情
に
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯（
家
計
急
変
世
帯
）

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
31

日
ま
で
に
納
期
限
が
設
定
さ
れ
て
い
る
、
令

和
４
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料（
令
和
３
年
度
以
前
に
さ
か

の
ぼ
る
減
免
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。）

※
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
次
の
項
目
全
て
に

該
当
す
る
場
合
は
、別
途
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

①
社
会
保
険
の
喪
失
、転
入
等
に
よ
り
、令
和

３
年
度
末
に
甲
州
市
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
た
。

②
①
に
伴
う
令
和
３
年
度
分
の
保
険
税
の
納

期
限
が
、
令
和
４
年
４
月
以
降
に
設
定
さ

れ
て
い
る
。

③
国
民
健
康
保
険
の
加
入
手
続
き
を
、
資
格

の
取
得
日
か
ら
原
則
14
日
以
内
に
行
っ
て

い
る
。

申
請
方
法

減
免
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。
申
請
に
必
要
な
書
類
等
の
詳
細

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
関
連
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま

す
。

※
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

申
請
期
限

令
和
５
年
３
月
31
日（
金
）ま
で（
希
望
さ
れ

る
方
は
お
早
め
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。）

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
に
つ
い
て

 

税
務
課
　
市
民
税
担
当
　

　 

☎
32
‐
２
１
１
１

●
給
付
金
額
　
　

１
世
帯
に
つ
き
１
万
５
，０
０
０
円

●
支
援
金
の
支
給
手
続
き

令
和
４
年
度
市
町
村
民
税（
所
得
割
）が
非
課

税
の
世
帯
で

①
世
帯
の
全
て
の
方
が
、
令
和
４
年
１
月
１

日
以
前
か
ら
現
住
所
に
お
住
ま
い
の
場
合

対
象
と
な
る
世
帯
に
は
、
給
付
内
容
や
確

認
事
項
が
記
載
さ
れ
た
申
請
書
が
届
き
ま

す
。
申
請
書
の
内
容（
確
認
欄
、
振
込
先

等
）を
記
入
し
、返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

収
入
が
減
少
し
、
世
帯
全
員
が
市
町
村
民

税
所
得
割
非
課
税
相
当
と
な
っ
た
世
帯

（
家
計
急
変
世
帯
）

　
給
付
金
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
申
請
が

必
要
で
す
。
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、ご
提
出
く
だ
さ
い

　
生
活
困
窮
者
緊
急
生
活
支
援
金
の「
振

り
込
め
詐
欺
」や「
個
人
情
報
の
詐
取
」に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　
自
宅
や
職
場
な
ど
に
都
道
府
県
・
市
町

村
や
国（
の
職
員
）な
ど
を
か
た
る
不
審
な

電
話
や
郵
便
が
あ
っ
た
場
合
は
、
お
住
ま

い
の
市
町
村
や
最
寄
り
の
警
察
署
ま
た
は

警
察
相
談
専
用
電
話（
＃
９
１
１
０
）に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

 

福
祉
総
合
支
援
課
　
相
談
支
援
担
当

 

　
☎
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新型コロナウイルス感染症
支援制度等のお知らせ

3 2令和 4 年 8 月広報こうしゅう



2.利用対象とならないもの
○国・地方公共団体への支払いや公共料金（電話料、電気料等）の支払い
○出資や債務の支払い（事業活動に伴う仕入れ・経費、振込代金、振込手数料）
○ギフトカード、プリペイドカード等換金性の高いものの購入および電子マネーへの入金（チャージ）
○たばこ事業法（昭和59年8月10日法律第68号）第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
○現金との換金、金融機関への預け入れ
○特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

3.取扱い厳守事項
○商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能
○商品券と現金の交換は禁止
○商品券面額以下の利用であってもお釣りは出ない
○利用期限を過ぎた商品券は利用できない
○商品券の盗難、紛失、滅失等に対して、発行者は責を負わない

4.利用できる店舗（取扱店）
市内に住所を有する店舗で、取扱店舗登録を行った事業所
※商品券に同封する取扱店舗一覧をご参照ください。

（1）交付内容	 1セット5,000円（1,000円券5枚綴り）
	 今回は大型店とドラッグストアでは使用できません。

（2）交付方法	 簡易書留で世帯全員分を世帯主宛に送付
（3）交付対象者	 ①令和4年7月1日において市の住民基本台帳に記録されている者
	 ②令和4年7月2日から同年12月31日までに出生した者のうち、出生の日以降初めて住

民基本台帳に記録される市区町村が、本市である者
（4）交付期間	 令和4年8月中旬から順次発送
	 簡易書留郵便のため、全ての世帯への発送が完了するまでに1カ月ほどかかる見込み

です。9月1日時点で商品券が届かない世帯もありますが、利用期間は十分ございます
のでご了承ください。

（5）利用期限	 令和4年9月1日～令和5年1月31日
	 ※利用期限を過ぎると使用できなくなりますのでご注意ください。

1.事業内容

 観光商工課　商工振興担当　☎３２‐５０９１

第 3 弾

甲 州 市 地 域 応 援 商 品 券

身体計測、血圧、血液検査、尿検査、医師の診察等
 20〜39歳の方［基本健康診査］

健康保険の種類 受診の際の注意点 自己負担金
甲州市国民健康保険 「国民健康保険証」と「基本健診受診券」をお持ちください。 無　料
国保以外の医療保険 職場等で受診の機会がない方。「健康保険証」をお持ちください。 1,000円

基本（特定）健康診査  ※対象年齢は、令和5年3月31日時点の年齢です。

高血圧、糖尿病などの生活習慣病の予防、がんの早期発見のため、市では年に一度の受診をお勧めしてい
ます。なお、５月に実施した甲州市健康診断希望調査で「総合健診で受診する」と回答された方には、８
月中に総合健診受診票を郵送します。予約票に記載されている指定日・指定時間は必ずお守りください。

（ご都合の合わない場合は変更のご連絡をお願いします。）
回答のなかった方で受診を希望する場合、事前申込が必要です。（申込のない場合、混雑状況により受診
できないことがあります）

■指定日・指定時間の変更、新規申込　健康増進課 健康企画・地域医療担当へご連絡ください。
■持ち物
　・予約票（問診票を記入してお持ちください）
　・総合健診受診票（記入してお持ちください）※当日の項目変更も可能です。

　・健康保険証
　・特定健診受診券：甲州市国民健康保険で40歳から74歳の方
　　※社会保険扶養の方も特定健診受診券が必要となります。健康保険証の発行元にご確認ください。

　・自己負担金
■総合健診受診時の注意事項
　・新型コロナウイルス感染等の感染症予防のため、次の内容をご確認いただきご協力をお願いします。

　・前日の夕食は午後９時までにすませ、当日は飲食をしないでください。
 ※特に胃がん、腹部超音波検診は当日に飲食していると検査できません。

　・高血圧や心臓病の薬を継続して服用している方は、少なめの水（コップ1杯以下）で服用してきてください。
　・糖尿病の薬を内服中（注射含む）の方は検査当日の服用について、必ず主治医にご相談ください。
 なお、糖尿病の薬を空腹で服用することは絶対におやめください。
　・基本健診（特定健診）を受けられる方は、尿検査がありますので、出かける前に排尿しないでください。
 ※受診票がお手元に届いている方は、同封検査キットで朝一番の尿を採取し、健診会場で提出して下さい。

　・健診当日の体温を測定してお越しください。
　　※37.1℃以上の熱がある場合や倦怠感、息苦しさ等の症状がある場合は受診をご遠慮いただくことがあります。
　・必ず不織布マスクを着用してお越しください。

■健 診 日　11月9日（水）、11月11日（金）
■場 所　甲州市民文化会館 3階 茶会室
■時 間　午前9時〜10時
■定 員　各日10名（定員になり次第締め切り）　
■申込期間　8月18日（木）から総合健診対象日前日まで
■申 込 先　健康増進課 健康企画・地域医療担当　☎３２‐５０１４

 託児コーナーをご利用ください※事前予約が必要です

令和4年度

総合健診のお知らせ
年に一度の健康診断で、健康チェックをしよう！

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による家計および売上減少等が続く事業者支援を
目的に「甲州市地域応援商品券（第3弾）」を全市民に交付します。是非ご利用ください！

見 本

見 本
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令和4年度 総合健診のお知らせ

対象年齢に該当する市民の方が対象です。医療保険は関係ありません。
がん検診の指針に基づき、胃がん・肺がん・大腸がん検診の対象年齢は、41歳以上です。

■申 込 期 間　8月18日（木）〜各検診日10日前まで
 （8月の検診日のみ8月12日（金）〜各検診日の1週間前まで）
■申 込 先　甲州市役所健康増進課　☎３２‐５０１４
■定 員　1会場 マンモ25名（11月5日および10日はマンモ30名）

 乳がん検診申込方法 ※先着順。申込の状況により希望に添えない
場合があります。

※乳がん検診を受診する場合は他の検査も検
査着着用となります。必ず上着をご用意く
ださい。

※申込をされた方には、事前に予約票（ハガ
キ）を送付します。当日ご持参ください。

検診名 対象年齢 自己負担金 内　容・注意点

胃がん検診 41歳以上 800円 バリウムを飲んで胃や食道をレントゲンで撮影します。

大腸がん検診 41歳以上 300円 便潜血検査（便に混じった腸からの出血を調べます）
自宅で2日間、便をとって後日提出します。

肺
が
ん・結
核
検
診

胸部
レントゲン
検査

41〜64歳 200円 胸部をレントゲンで撮影します。肺がんや肺結核、心肥大などを
見つけます。
◎65歳以上の方は、年に1回の結核検診が義務付けられています。65歳以上 無 料

喀痰検査 50歳以上
※1 500円

特に喫煙の影響が大きい肺中心部の気管支にできるがんの早期
発見のため、痰に含まれるがん細胞を調べます。（後日提出）
※1 胸部レントゲン検査受診者で、①50歳以上の喫煙者（過去喫煙含

む）、②常時痰がでており、採取可能な方

腹部超音波検診 20歳以上 600円 肝
かん

臓、胆
たん

のう、膵
すいぞう

臓、腎
じんぞう

臓などを画像で調べます。

肝炎ウイルス検診
（B型・C型肝炎）

40〜74歳
※2 無 料

採血でB型及びC型肝炎ウイルスに感染しているか調べます。
※2 本年度中に40歳になる方、あるいは41〜74歳で受けたことのな

い方、輸血歴等があり検査が必要と認められる方

骨
こつそしょうしょう
粗鬆症検診 40〜70歳

※3 300円 腕の骨で骨密度を測定します。
※3 40・45・50・55・60・65・70歳の女性（骨粗鬆症内服治療者は除きます。）

乳がん検診 41歳以上
※4 900円

マンモグラフィ検査。乳がんを早期に発見することが目的です。
事前予約が必要です。当日申し込みはできません。
※4 41歳以上で前年度に市が実施する乳がん検診を未受診の方

風しんの抗体検査 ※5 無 料

抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方は、定期予防接種の対
象となります。
※5 昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日までの間に生まれた男性
◯市が送付したクーポン券が必要です。（お忘れになると受検できません）
◯すでに費用助成を受けた方は対象外になります。
〇抗体検査のみを受けることはできません。

がん検診など  ※対象年齢は、令和5年4月1日時点の年齢です。

無料でどなたでも受診できます。（自己負担金：無料）
健康保険証（山梨県後期高齢者医療広域連合保険証）をお持ちください。

 75歳以上の方［基本健康診査］

 40歳〜74歳の方［特定健康診査］

健康保険の種類 受診の際の注意点 自己負担金
甲州市国民健康保険 「国民健康保険証」と「特定健診受診券」をお持ちください。 無　料

甲州市国保以外
の医療保険

加入者本人 総合健診では受けられません。（お勤め先での健診となります）

被扶養者

医療保険者から「特定健診受診券」を発行された方のみ
対象となります。加入している医療保険によっては受
診できない場合があります。
○「健康保険証」と「特定健診受診券」が必要です。
○特定健診受診券等の詳細は、ご加入の医療保険者（健康保険証

の発行元）にご確認ください。

ご加入の
医療保険ごとで
違います

 新型コロナウイルス感染拡大防止、または健診当日の天候等により、中止になる場合がありま
す。中止の場合は、健診前日の夕方または健診当日の朝７時に防災無線で周知致します。

 総合健診に関すること　健康増進課　健康企画・地域医療担当 ☎３２‐５０１４
 特定健診および健診結果に関すること　健康増進課　保健事業担当 ☎３４‐５４３６

健診日程・会場  

日　付
（★乳がん検診日）

対象地区
（●送迎対象地区） 会　場

8月

★26日（金）●大和 大和ふるさと会館

30日（火）　上於曽
甲州市民
文化会館★31日（水）　上於曽

●一ノ瀬高橋/落合

9月

　4日（日）●千野

塩山
ふれあい館

5日（月）●松里

★6日（火）●松里

7日（水）●松里

★14日（水）　赤尾/下萩原

甲州市民
文化会館

15日（木）●奥野田

★16日（金）●奥野田

21日（水）　上於曽

22日（木）　上塩後／下塩後

27日（火）　勝沼
勝沼市民会館

28日（水）●東雲

日　付
（★乳がん検診日）

対象地区
（●送迎対象地区） 会　場

10月

　5日（水）●神金

塩山
ふれあい館

6日（木）●大藤

　7日（金）●玉宮

★8日（土）●神金/大藤

★12日（水）●勝沼/東雲

勝沼市民会館13日（木）●祝

★14日（金）●菱山

19日（水）　下於曽 甲州市民
文化会館★20日（木）　下於曽

27日（木）
市内全地区対象日 勝沼市民会館

★28日（金）

11月

4日（金）

市内全地区対象日 甲州市民
文化会館

★5日（土）

9日（水）

★10日（木）

11日（金）※骨粗鬆症検診は、全ての健診会場で実施します。
※乳がん検診は完全予約制です。
※送迎は地区指定の健診日に、指定地区市民のみ利用できます。ご希望の方は各健診日の10日前までにお申し込みください。
※結果説明会を開催します。健診を受けた後は、結果をもとに生活習慣の改善や医療機関を受診していただくことが重要です。健診を受診した

方へ、ご案内のはがきを郵送しますので、都合をつけてご参加ください。

受付時間 午前8時30分〜10時30分

令和4年度 総合健診のお知らせ
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いきいきライフ通信

年に一度の
健康診断を受けましょう

年に一度の
健康診断を受けましょう

令和4年5月の医療費
国保連診療報酬請求額基準

	 2億6,469万円（前年同月比	+552万円）
	 3万1,144円（前年同月比	+1,699円）

医療費全体
1人当たり医療費

●申請時にお持ちいただくもの
•届出人の本人確認書類（運転免許証等）
•世帯主および発行対象者のマイナンバーが確認できるもの（マイナンバーカード、通知カード等）
•国民健康保険被保険者証
•別世帯の方が提出する場合は、本人からの委任状
•住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院期間が91日以上の方は、食事代がさらに減額されます。
　申請時に入院期間を確認できる書類（入院証明や領収書等）が必要です。

病院や薬局等の窓口に提示すると、ひと月の同じ医療機関での支払いが一定の限度額までとなる「限度
額適用認定証（非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証）」の有効期限が、7月31日（日）までと
なっています。引き続き必要な方は、市役所窓口で更新の申請をお願いします。認定された場合、申請
月の1日から有効な「認定証」を発行します。また新たに「認定証」の交付を希望する方も、随時、市役所窓
口にて申請をしてください。
※ 限度額は世帯の課税状況により異なります。
※ 国民健康保険税に未納がある世帯または未申告の方がいる世帯は、認定できない場合があります。
※ 70歳以上の課税世帯の方で住民税課税所得が145万円未満の世帯および690万円以上の世帯の方は「保険証兼高齢受

給者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため「認定証」は必要ありません。該当状況
が不明な場合はお問い合わせください。

甲州市国民健康保険
『限度額適用認定証』『限度額適用・標準負担額減額認定証』の

更新申請を忘れずに！

●申請場所
市民課／国保・年金担当　　勝沼支所／市民福祉・地域担当　　大和支所／市民福祉・地域担当

 健康増進課　保健事業担当　☎３４‐５４３６ 市民課　国保・年金担当　☎３２‐２１１１（内１０２２・１０２３）

甲州市の令和2年度の特定健診受診率は、山梨県の13市中トップで、全国の市・区812自治体中9
番目に高い55.2%でした。市民の皆さまの健康意識の高さが表れた結果です。
本年度も、甲州市全体で健康意識を高めていきましょう。

●次の方法で特定健診が受けられます
⑴総合健診（詳細はP5〜P7をご覧ください。）
⑵国保人間ドック（詳細は下記へ）※個人負担金あり
⑶国保個別医療機関健診（詳細は下記へ）

健康カレンダーにも掲載しています
⑴、⑵ではがん検診も一緒に受けられます

●特定健診の内容
身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、診察など

●健康診断を受けるとこんないいことが…
•現時点での健康状態がわかる
•毎年受ければ、1年間の努力の結果がわかる
•健康的な生活を送るきっかけになる

※詳細は広報６月
号をご覧いただ
くか健康増進課
までお問い合わ
せください。

●特定健診でわかること

医師の診察
直接診察することで、さま
ざまな症状を発見します。

糖代謝の検査
糖尿病の可能性を発見します。
血糖が高い状態は動脈硬化を引
き起こす可能性があります。

脂質の検査
コレステロールや中性脂肪が高
い状態では、動脈硬化の進行や
血管が詰まり、脳卒中や心臓病
へ移行する可能性があります。

循環器の検査
心臓・血管・腎臓などの異
常の発見につながります。
高血圧は動脈硬化を引き
起こします。

腎臓の検査
腎炎、腎機能低下など腎臓
病の発見につながります。

肝臓の検査
肝硬変や肝がんの発見に
つながります。

生
活
習
慣
病
と
が
ん

～
早
期
発
見
と
早
期
治
療
が
効
果
的
～
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は
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症
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が
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・
早
期
発
見
は
非
常
に
重
要
で
す
。

　健
診
や
人
間
ド
ッ
ク
で
病
気
の
予
兆
を
早
期
に
見

つ
け
ま
し
ょ
う
。

 健康増進課　健康企画・地域医療担当　☎３２‐５０１４

無   料

健診費用
国保加入者は

約1時間

所要時間
20P※

健幸ポイント

もらえる
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高齢者
の

助っ人

　妊娠中や産後のお母さんが赤ちゃんと一緒にゆったりと過ごせる場所として、塩山保健福祉センター
2階に開所している「産前・産後ママのほっとスペース」は、新型コロナウイルス感染症の影響により本年
1月から長らく休止していましたが、感染拡大防止対策を徹底し、7月1日から再開しています。
　ぜひ遊びに来てください。助産師等がお待ちしています。

「産前・産後ママのほっとスペース」へ遊びに来ませんか

●児童扶養手当「現況届」の提出について
　提出が必要な方には、7月下旬に「お知らせ」と「現況届」を送付しました。必ず期間内に受給者ご自身が提出し
てください。未提出の場合は11月以降の手当が支給停止となります。

●「一部支給停止適用除外事由届出書」の提出について
　6月下旬に送付済ですが、児童扶養手当受給開始(事由発生日)から5年等経過された方は、一部支給停止とな
ります。適用除外の対象になる方は児童扶養手当の「現況届」と併せて「一部支給停止適用除外事由届出書」を提
出してください。

●「ひとり親家庭医療費受給資格更新申請書」の提出について
　提出が必要な方には、7月下旬に「お知らせ」と「申請書」を送付しました。必ず期間内に受給者ご自身が提出し
てください。未提出の場合は9月以降、資格停止となります。

提出先 　　子育て・福祉推進課（1階7番窓口） ※勝沼支所・大和支所では取り扱いません。

提出期間 　　8月1日（月）〜31日（水）

8月は児童扶養手当・ひとり親家庭医療費受給者証の更新月です

 健康増進課　健康づくり担当　☎３３‐７８１２

 子育て・福祉推進課　子育て福祉担当　☎３２‐５０８１

対　象 	 甲州市にお住まいの妊婦さん、産後のお母さんとお子さん（5カ月児まで）
開所日 	 祝日および年末年始を除く毎週金曜日
	 午前の部／午前10時～正午　　午後の部／午後1時～3時

場　所 	 塩山保健福祉センター　2階
利用方法 	 事前に予約してお越しください
予約方法 	 健康増進課健康づくり担当へ、開所時間内（平日午前8時30分～午後5時15分）にご予

約ください。
利用定員 	 各部5組まで
回数制限 	 なし（何回でも利用可能）
持ち物 	 母子健康手帳・バスタオル・おむつなど

※希望者が定員を超える場合は、利用回数が少ない方を優先させていただく場合があります。
　多くの皆さまにご利用いただけるよう、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

認知症を予防するには？

『すこやか脳トレーニング　通信講座』

郵送による個別の脳トレーニング講座です。
認知症になる前から低下する脳の機能を集中的に鍛えます。
この機会に、積極的に認知症予防に取り組みましょう。

〈 対　　象 〉	 市内在住の65歳以上の方	※昨年度、本講座に参加されていない方が優先となります。
〈 定　　員 〉	 20名（先着順）
〈 内　　容 〉	 テキストをもとに「記憶トレーニング」「音読」などをできるだけ毎日実施します。専

門の事業者から月に2回課題が郵送されますので、回答し返送していただきます。回
答を添削してお返しします。

〈 期　　間 〉	 9月後半〜12月までの約3カ月間
〈 申込方法 〉	 8月8日（月）から受付開始。お電話にてお申込みください。
	 	 ※お申し込みいただいた方に、詳細をお知らせします。

　ビタミンやミネラルを含む野菜や果物、DHAなどを含む魚を中心に色々な食材をバランスよく食
べるように心がけましょう。

① 食習慣

　実は「認知症にならない方法」は、現時点ではわかっていません。しかし、「認知症になりにくい方
法」はいくつか明らかになっています。今回は、認知症になりにくい生活習慣をご紹介します。

　生活習慣に気を付け、高血圧、高脂血症、肥満を予防することが認知症の予防につながります。

　週2回以上、30分以上の有酸素運動（歩くなど）をしましょう。また、「コグニサイズ」といって、運
動をしながらしりとりをするなど、頭と体を同時に鍛えることも有効です。

② 運動習慣

　社会で役割を持つことは予防につながります。楽しく過ごしたり、笑うことで意欲をもたらす脳
内物質（ドーパミン）がたくさん放出されます。お互いに褒め合うことも有効です。

③ 社会参加

 介護支援課　介護予防・高齢者支援担当　☎３４‐５４３４

無　料
参加者
募　集
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重層的支援体制整備事業

多機関協働事業を
行っています さまざまな機関と連

携し、課題解決に向け
て支援していきます。

 福祉総合支援課　相談支援担当　☎３２‐２１１１（内１２２１）

　消化管の入口であるお口と、出口である大腸の中の細菌の密度は同じといわれています。
大人のお口の中には300〜700種類の常在菌がいます。　　　
　よく歯を磨く人で1,000〜2,000億個くらい、あまり磨かない人は4,000〜6,000憶個
くらい、ほとんど磨かない人だと1兆憶個もの菌がいるといわれています。　　　　
　お口の中の汚れや細菌は唾液によって洗い流されますが、加齢によって唾液の分泌量が
減ることで、さらに細菌が定着しやすくなります。
　現在、30歳以上の3人に1人は歯周病にかかっています。歯周病菌が誤って気管に入って
しまうと、誤嚥性肺炎となってしまいます。また、歯周病菌が腫れた歯肉から血管内に侵入
して全身の血液中に入り込んで動脈硬化になったり、インスリン分泌機能を低下させ糖尿
病になったりします。
　最近では、歯周病にかかっていると、体の中にウイルスが侵入しやすくなり、新型コロナ
ウイルスなどに感染するリスクが高くなるといわれています。つまり、歯磨きで口腔内の
細菌数を減らすことは、虫歯や歯周病を予防するだけでなく、全身疾患や新型コロナ感染の
予防、万が一感染した場合の重症化防止につながるということ！
　細菌の塊である歯垢は、毎日の歯磨きでほとんど除去することができます。しかし、深い
歯周ポケットの中や、歯並びが悪い所にある細菌は歯磨きでは除去できません。なので、専
門的なクリーニングをしてもらうために定期的に歯科を受診しましょう。
　次回は鶴田歯科医院の鶴田好幸先生が『歯周病と糖尿病・医科歯科連携』についてお話
して下さいます。楽しみにお待ちください！

歯周病と全身の関わり～最近の話題～
お口の中には細菌がたくさんいるのをご存知ですか？

甲
州
市
歯
科
医
師
会
コ
ラ
ム

 健康増進課　健康企画・地域医療担当　☎３２‐５０１４

宿澤歯科医院　宿澤 恵理
05

課題について会議を
開き、みんなで話し合
いします。

多機関協働事業とは
　いろいろな課題を抱えた方や世帯からの相談を受けた機関が、その機関だけで
は解決が難しい問題について、他の機関とスムーズに連携できるよう調整し、課
題解決に向けて取り組んでいく事業です。
　関係機関で会議を開き、各機関の役割分担の確認や相互連携が図れるよう調整
し、包括的なシステムの構築を目指していきます。

事業の対象となる例
〇要介護高齢者の親と無職で引きこもり状態にある子どもが同居している世帯
〇精神疾患の親子で消費者被害、近所トラブルがある世帯
〇ごみ屋敷で近所トラブルを抱える認知症・精神疾患が疑われる世帯
〇若年性認知症の親と障害の疑われる子どものいる世帯　など……

それぞれの役割分担
を確認して、調整しま
す。

いろんな悩みがあっ
てどうしたらいいの
か……。

マイナンバーカードに
関するお知らせ

The Social Security and Tax Number System

休日にマイナンバーカード関係の手続きができます ※完全予約制

●日　　時	 8月27日（土）午後1時〜5時
●場　　所	 市役所本庁舎	1階	市民課
●内　　容	 マイナンバーカードの申請、受け取り、更新、
	 暗証番号変更・初期化、マイナポイント予約・申し込み
●予約方法	 8月26日（金）午後5時までに電話でご予約ください。
	 ※持ち物等は、ご予約時に説明させていただきます。

『マイナンバーカード出張申請サポート』

　市の職員が企業・学校・サークル等のご希望の場所に出向き、マイナンバーカー
ドの申請サポート（顔写真の撮影と申請書の受付）を行います。申請時に、本人確
認等の必要な条件を満たせば、できあがったマイナンバーカードを本人限定受取
郵便によりご自宅へお送りします。出張申請サポートをご希望の場合は、お電話
等にてお気軽にご相談ください。

暮
ら
し
に
便
利
な

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
！

甲
州
市
の
カ
ー
ド
交
付
率
は
、

42
・
6
%
で
す
。（
7
月
1
日
現
在
）

 市民課　住民記録・戸籍担当　☎３２‐５０６１

マイナンバーカードを申請するとマイナポイントが受け取れます。
申請期限は9月末まで！
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〈 

お
知
ら
せ 

〉

山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
に

基
づ
き「
環
境
影
響
評
価
完
了

報
告
書
」の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

●
事
業
者
の
名
称

　
大
月
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
株
式
会
社

•
代
表
者 

代
表
取
締
役 

三
浦 

良
介

•
住
所
　
大
月
市
笹
子
町

　
白
野
１
１
５
２
番
地
５
外

●
対
象
事
業
の
名
称

　
大
月
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
事
業

•
種
類

　
第
二
種
事
業
工
場
ま
た
は
事
業
所

の
建
設
事
業（
電
気
供
給
業
）

•
規
模

　
１
時
間
当
た
り
の
燃
焼
に
係
る
原

料
お
よ
び
燃
料
中
の

•
炭
素
量

　
６
，０
０
０
ｋ
ｇ
以
下

•
発
電
出
力

　
１
４
，５
０
０
ｋ
Ｗ

•
送
電
端
出
力

　
１
２
，５
０
０
ｋ
Ｗ

●
対
象
事
業
実
施
区
域

　
大
月
市
笹
子
町
白
野
字
向
野
尻

　
１
１
５
２
‐
２
３
　
他

●
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
地
域
　

 

　
大
月
市
／
都
留
市
／
甲
州
市

●
縦
覧
場
所
　

　
大
月
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
株
式
会
社

　
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

　
大
月
市
役
所
市
民
課

　
都
留
市
役
所
地
域
環
境
課

　
甲
州
市
役
所
環
境
課

●
期
間

　
８
月
１
日（
月
）～
31
日（
水
）

　
※
土・日・祝
日
を
除
く

 環境課　環境対策担当　☎３３‐４４０４ 環境課　ごみ減量・リサイクル推進担当　☎３３‐４４０４

「ゼロカーボンシティー甲州」を目指して
ZERO CARBON CITY KOSHU

「ゼロカーボンシティー甲州」を目指して
ZERO CARBON CITY KOSHU

ゼロカーボンシティへ向けた取り組み 1
導 入 編

リサイクルどうして？シリーズ
～ガラスびん特集～

　2020年10月、国は2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする脱炭素社会の実現に向けてカー
ボンニュートラル宣言を行いました。甲州市は2021年2月に、ゼロカーボンシティを宣言しました。
　近年、全世界で地球温暖化が原因と考えられる異常気象等の気候変動が問題となっています。これは、私た
ちにとって避けることのできない喫緊の課題です。未来の世代へ豊かな地球環境を残すためにも、市民・事業
者の皆さまと一緒に脱炭素の取り組みを進めていくことが大切です。
　我が国のCO₂排出量の約6割が、衣食住を中心とする「ライフスタイル」に起因していると言われており、脱
炭素社会の実現には一人ひとりのライフスタイルの転換が重要です。
　市役所では、庁舎内の不要な電源を落としたり、エアコンの稼働率を下げたりするなど、節電を実施してい
ます。まずはできることから取り組んで「ゼロカーボンアクション30」を推進していきましょう。

どうしてキャップを外さないといけないの？

ガラスびんの強度やリサイクル効率を
低下させるからです。

• 金属キャップは溶けずに残り、傷やヒビを作り、強度
が低下する
• プラスチックのキャップは燃えると泡を発生させ、

強度の低下、ガラスの色調に影響する
※びんの口についている中栓や、はがしにくいラベルなどは、無

理に取ろうとすると危険なので、取る必要はありません。

どうして中身を洗わないといけないの？

リサイクル効率の低下や、
衛生上の問題があるからです。

• あきびんに残った中身は悪臭を発生させる
• 異物が入っていると選別の手間が増え、リサイクル

の効率が低下する

どうして飲み物・食品用以外の
びんやガラスを混ぜてはいけないの？

ガラスの成分が違うので、
強度が低下するからです。

• ガラスびん以外の異物が混ざっていると、新しく作
るびんの強度に大きく影響する
• 同じガラスでも、クリスタルガラス・耐熱ガラス・電

気関連のガラス関連物とは組成が異なる

ガラスびんは製造に、カレット(ガラス
びんを砕いたもの)の使用率が増えれ
ば増えるほど、燃料エネルギーを削減
でき、CO₂の削減効果があります。ま
た、リターナブルびん(繰り返し使える
びん)の使用を進めることで、ガラスび
んの製造も減らすことができ、CO₂の
削減につながります。ゼロカーボンシ
ティの実現のため、ガラスびんの適正
なリサイクルにご協力お願いします。

今月のはてな？

キャップを外す 中身を洗う 透明・茶色・その他の
色に分けて出す

ガ
ラ
ス
び
ん
の
出
し
方

※着なくなった服を捨てずにリサイクル・古着として再利用することやリサイクル素材で作られた服を購入すること

エネルギーを
節約・転換しよう

サステナブル※
なファッションを！

太陽光パネル付き・
省エネ住宅に住もう

3R
（ リデュース・リユース・リサイクル）

CO₂の少ない
交通手段を選ぼう

CO₂の少ない製品・
サービス等を選ぼう！

食ロスをなくそう！

環境保全活動に
積極的に参加しよう！

参照：環境省「 COOL CHOICE」

●
時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

●
意
見
の
提
出

　
完
了
報
告
書
に
つ
い
て
、
環
境
の

保
全
の
見
地
か
ら
の
ご
意
見
を
お

持
ち
の
方
は
、
書
面
に
住
所
、
氏

名（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ

て
は
、そ
の
名
称
、代
表
者
氏
名
お

よ
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

お
よ
び
完
了
報
告
書
の
名
称
、
意

見（
理
由
を
含
む
）を
ご
記
入
の
う

え
、９
月
15
日（
木
）ま
で
に
郵
送

（
当
日
消
印
有
効
）も
し
く
は
直
接

お
持
ち
く
だ
さ
い（
日
本
語
で
ご

記
入
く
だ
さ
い
）。

●
提
出
先
　

　
〒
４
０
１
‐
０
０
２
３
　

　
大
月
市
笹
子
町
白
野

　
１
１
５
２
‐
５

　
大
月
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所

☎
０
５
５
４
‐
５
６
‐
８
３
１
０
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☎２２‐０１１０日下部警察署 INFORMATION

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

た
め
、
イ
ベ
ン
ト
会
場
の
分
散
化
や
規
模
縮

小
の
う
え
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、
今
後
の
感

染
拡
大
状
況
に
よ
っ
て
開
催
内
容
が
変
更
ま

た
は
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

〈 申込み・問合せ 〉
〒404-8501　甲州市塩山上於曽1085-1 甲州市役所観光商工課内
第69回甲州市かつぬまぶどうまつり実行委員会 事務局　☎32-1000（平日午前9時〜午後5時）

甲
州
市
か
つ
ぬ
ま
ぶ
ど
う
ま
つ
り

第69回

募集期間 8月1日（月）～15日（月）

おまつり広場「出店者」募集！
おまつり広場の会場（勝沼中央公園広場）において、地域の特産品、特産物を原料にした
加工品などの販売店等の出店を希望する方（団体）を募集します。（密集を避けるため、
キッチンカーでの出店も可能とします。）

出店にあたって
①出店申請者および出店従事者は山梨県在住者とします。
②出店料として２万円、キッチンカーは１万円をいただきます。
③酒類の販売は不可とします。
④テント（１張）・机（２台）・椅子４脚を用意します。

※燃料・電源や、コロナ感染症対策として接客時にお客さんと空間を隔てるアクリル板やコイントレー等の
必要備品は出店者でご用意ください。

⑤「出店申請書」等の提出が必要です。申請書等の提出書類は、市ホームページからダウ
ンロードするか、観光商工課窓口でお受け取りください。

⑥出店申請後、実行委員会において審査を行います。また、希望者多数の場合は選考に
より決定します。

⑦実行委員会がイベントにふさわしくないと判断した場合は、出店をお断りします。

注意事項
①ぶどうまつり当日は、感染症対策として、健康管理チェックシートの記入をお願いし

ます。
②ぶどうまつり感染症ガイドラインや実行委員会が定める感染症対策に従えない場合

は、出店許可を取り消す場合があります。

出店者募集

第17回
甲州市 およっちょい祭り
日　　時　10月23日（日）　午前9時～午後4時　　
出店場所　甲州市役所東側駐車場、塩むすび　　
出店にあたって
①出店負担金として1万円をご負担いただきます。（市外の方（団体）は1万5,000円）
　 • 金銭の授受のない場合などは負担金の一部または全部を減免します。
　 •キッチンカーでの出店は7,000円(市外の方(団体)は1万円)

②テーブル2台、いす2脚を用意します。テント、消火器等は各自でご用意ください。
　※キッチンカーでの出店の場合は、テーブル・いすの用意はいたしません。

③「出店申請書」等を提出してください。申請書類一式(様式1～5)と出店要領は市ホームページからダ
ウンロードするか、観光商工課窓口でお受け取りください。

④市内の方(団体)を優先し、希望者多数の場合は抽選により決定します。

⑤実行委員会がイベントにふさわしくないと判断した場合は、出店をお断りします。

申込期間　8月1日（月）～19日（金）
申込み・問合せ　甲州市およっちょい祭り実行委員会事務局（甲州市観光商工課内）　☎３２‐５０９１
※今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により、開催内容が変更または中止となる場合があります。

　上記のことが効果的で、果実を盗もうとする者に対する抑止力になります。
　また、繁忙期には日中、自宅を留守にすることが多く、泥棒に留守を狙われ、空き巣被害に遭うケース
がありますので、短時間の外出でも家の「鍵かけ」を徹底しましょう。

果実の盗難被害に遭わないための対策として
1.	 地域全体で防犯意識を高く持ち、不審者を寄せ付けない地域の目を増やすこと
2.	 防犯カメラ・防犯ネットなどの防犯機器を設置すること
3.	 見慣れない人や車が徘徊しているなど「おかしいな」と少しでも不審	に思ったら
	 不審者の服装、体格、年齢／不審車両のナンバー、色、車名を控えて、
	 速やかに警察署または110番通報すること

　有数のモモ・ブドウの産地である日下部警察署管内は、果実の盗難が懸念されます。
　日下部警察署では、収穫期に合わせ、市役所、消防団、青色パトロール隊などの地域住民による自主防
犯ボランティア団体、事業者と連携して合同パトロールを実施し、警戒を強化しています。

果実盗難の防止

果実盗難警戒中
日下部果樹盗防衛隊

今回のお祭りは、実行委員会で協議した結果、感染症拡大防止のため次の事項が
決定しております。ご理解・ご協力をお願いします。

①『護摩木積みボランティア』『ステージイベント出演者』『聖火隊本隊先導ランナー』は、
募集しません。

②「神輿パレード」「聖火隊の地区隊」は、実施しません。（※聖火隊本隊は実施します。）
③甲州ぶどうの無料配布・振舞いワインの無料サービスの提供は行いません。
詳細は、甲州市ホームページ「第69回甲州市かつぬまぶどうまつり」をご覧ください。
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　7月9日、上条を活性化する会は、福蔵院でじゃがいもの収穫
体験会を開催しました。親子づれなどが楽しみながらたくさ
んのじゃがいもを収穫。このほか、集落の歴史を知る見学会や
地元産野菜の販売も行われ、多くの来場者で賑わいました。

たくさんとれたよ！
上条集落で収穫体験

　6月17日、22日に勝沼ぶどうの丘で甲州市ワイン品質審査
会を行いました。審査員が出品された145点の味や香りを審
査し、128点（白47、赤52、ロゼ11、発泡15、オレンジ3）が合格。
合格したワインはぶどうの丘推奨ワインとして販売されます。

128点が合格
ワイン品質審査会

　市スポーツ協会は、VFスポーツクラブ所属の谷真一郎さん
らを講師に招き、運動教室（全10回）を開催しています。6月24
日に行った5回目では、ラダーを使い、音楽に合わせて楽しく運
動。6回目以降は秋に開催を予定しています。

ヴァンフォーレ甲府コラボ事業
わくわく運動健康教室

　社会を明るくする運動甲州地区推進委員会は、市内の小中学
校や事業所、市役所本庁舎でパンフレットを配布するなどの啓
発活動を行いました。活動は7月の「社会を明るくする運動強
調月間」に合わせ、犯罪や非行の防止、更生に理解を深め、安全・
安心な明るい社会を築くことを目的に行われています。

「社会を明るくする運動」強調月間
啓発活動やパネル展を開催

　7月5日、青少年育成甲州市民会議は、7月の「青少年の非行・
被害防止全国強調月間」などに合わせ、さわやか講演会を開催
しました。「あなたの中の人権意識と向き合おう」をテーマに、
憲法学者の山内幸雄氏が講演。青少年を取り巻く人権問題を
中心に、人権尊重文化について理解を深めました。

人権の尊重とは？
さわやか講演会で学ぶ

　7月12日、杉本市長をはじめとする牧之原市の皆さんが、所
在する海水浴場のキャンペーンのため、鈴木市長を訪問しまし
た。牧之原市の相良サンビーチや静波海水浴場には「甲州市民
海の家」が設けられるなど、長年交流が続いています。

海水浴場を PR
静岡県牧之原市が来訪

　7月8日、市の観光やモモ、ブドウ、ワインなどをPRする「甲
州市フルーツ娘」の委嘱式を行いました。フルーツ娘は昭和
29年に旧勝沼町で「ぶどう娘」として始まり、まちの観光産業
等に大きな役割を担ってきました。
　任期は2年間で、市内外で行われる観光イベントやキャン
ペーンに参加するほか、メディアにも積極的に出演し、市の魅
力をPRしていきます。

甲州市を PR
17名のフルーツ娘が誕生

　6月25日、塩山建設組合は、一人暮らし高齢者宅を無償で修
繕する奉仕活動を行いました。活動は、高齢者の生活支援や地
域住民との交流を目的に行われており、3年ぶりの実施となり
ました。
　当日は組合員25名が手分けして、勝沼・大和地域の7軒を訪問。
経験豊富な職人達の手によって、建具や雨どいなどの修繕作業
が手際よく進められ、住みやすい住宅に生まれ変わりました。

生活支援と地域交流
第45回住宅デー奉仕活動

　7月18日、「峡東地域の扇状地に適応した果樹農業システ
ム」が「世界農業遺産」に認定されました。
　峡東3市（甲州・笛吹・山梨）では、平成27年10月に、山梨県や
JA等の関係団体とともに「峡東地域世界農業遺産推進協議会」
を設立し、認定に向けてさまざまな活動を行ってきました。
　このたびの世界農業遺産への認定は、先人が築き上げてき
た峡東地域独特の果樹農業システムが世界的に評価されたも
のであり、これまで農業生産等に懸命に取り組まれた関係者
の努力なくしては成しえなかった偉業です。
　改めて農業関係者の努力に敬意を表するとともに、認定に
向けてご助力いただいた皆さまに心から感謝申し上げます。
　今後は、伝統的な農業システムを次世代に継承していくた
めに、世界農業遺産の保全と活用に重点的に取り組むととも
に、国内外に向けて峡東地域の魅力をPRしてまいります。
引き続き、皆さまのご協力をお願いいたします。

 峡東地域世界農業遺産推進協議会事務局
（農林振興課内）　☎３２‐５０９２

峡東地域の果樹農業システム

世界農業遺産 認定

19 広報こうしゅう 18令和 4 年 8 月



8月31日（水）が納期限です。
お忘れにならないようご注意ください。

●口座振替の方は、8月31日（水）に振り替えますので、
　前日までに残高をご確認ください。
●納税相談を税務課収納担当窓口にて
　随時行っています。

 税務課　収納担当　☎３２‐５０７４

市民税・県民税第２期および
国民健康保険税第２期の納期限について温かな善意

ありがとうございます。

甲州市社会福祉協議会へ 

久保田 隆浩さま

新型コロナウイルス感染症拡大状況により、イベントや相談会等が中止・延期となる場合があります。
なお、参加にあたっては、事前検温やマスク着用等、感染症対策へのご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症拡大状況により、イベントや相談会等が中止・延期となる場合があります。
なお、参加にあたっては、事前検温やマスク着用等、感染症対策へのご協力をお願いします。

お
知
ら
せ

税
務
課
資
産
税
担
当
か
ら
の
お
願
い

◎ 

家
屋
を
新
築（
増
築
）し
た
方
へ

令
和
４
年
１
月
２
日
以
降
に
家
屋
を
新

築（
増
築
）さ
れ
た
方
に
は
、評
価
額
算
出

の
た
め
家
屋
調
査
の
お
願
い
を
し
て
い

ま
す
。

調
査
日
程
は
事
前
に
確
認
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。（
調
査
は
お
お
む
ね
１
時
間
以
内
を

予
定
し
て
い
ま
す
が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
防
止
対
策
の
た
め
、で
き
る
限

り
時
間
短
縮
に
努
め
ま
す
。）

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎ 

家
屋
を
滅
失
し
た
方
へ

家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊
し

た
場
合
は
、そ
の
年
内
中
に
届
け
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

届
け
出
の
あ
っ
た
家
屋
は
、
現
地
調
査・

確
認
の
上
、翌
年
度
か
ら
取
り
壊
し
部
分

が
課
税
対
象
外
に
な
り
ま
す
。

◎ 

太
陽
光
発
電
設
備
を
お
持
ち
の
方
へ

太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
し
た
場
合
、償

却
資
産
の
課
税
対
象
と
な
り
、固
定
資
産

信
玄
公
祭
り

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
募
集

● 

募
集
内
容
　
会
場
警
備
係（
１
０
０
人
）

● 

業
務
日
時
　
10
月
29
日（
土
）

午
後
２
時
～
７
時
30
分（
予
定
）

 

原
則
と
し
て
18
歳
以
上
70
歳
未
満
の
方
　

 

ハ
ガ
キ
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
、

住
所・氏
名・年
齢・性
別・電
話
番
号・経

験
の
有
無
を
明
記（
※
９
月
22
日（
木
）必

着
）

● 

応
募
先

〒
４
０
０
‐
０
０
３
１
　

甲
府
市
丸
の
内
１
‐
６
‐
１
や
ま
な
し

観
光
推
進
機
構
内

信
玄
公
祭
り
実
行
委
員
会

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
係

 

信
玄
公
祭
り
実
行
委
員
会

☎
０
５
５
‐
２
３
１
‐
２
２
３
０

℻
０
５
５
‐
２
２
１
‐
３
０
４
０

a-shim
izu@

yam
akan-sk.jp

勝
沼
中
学
校
　
大
規
模
改
造
工
事

 

子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
学
習
で
き
る

環
境
を
整
え
る
た
め
、次
の
期
間
勝
沼
中

学
校
の
大
規
模
改
造
工
事
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
工
事
期
間
中
は
、ご
不
便
、ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、皆
さ
ま
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

● 

工
事
期
間

令
和
４
年
７
月
9
日
～

令
和
５
年
10
月
20
日

 

教
育
総
務
課

☎
32
‐
１
４
１
２

税
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
次

の
基
準
に
よ
り
償
却
資
産
に
該
当
し
た

場
合
は
、毎
年
１
月
31
日
ま
で
に
償
却
資

産
の
所
有
状
況
を
申
告
し
て
い
た
だ
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

● 

太
陽
光
発
電
設
備
の
償
却
資
産

太
陽
光
パ
ネ
ル
、
架
台（
レ
ー
ル
）、
接

続
ユ
ニ
ッ
ト
、
パ
ワ
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ

ナ
ー
、表
示
ユ
ニ
ッ
ト
、電
力
量
計
等（
工

事
費
等
も
含
み
ま
す
。）

※ 

太
陽
光
パ
ネ
ル
と
架
台
を
屋
根
材
と
し

て
設
置
し
て
い
る
場
合
は
、家
屋
に
含
ま

れ
る
た
め
申
告
は
不
要
で
す
。

● 

申
告
区
分

 

法
人・個
人
事
業
主
は
、売
電・自
家
消
費

に
関
わ
ら
ず
償
却
資
産
の
対
象
と
な
る

た
め
、申
告
が
必
要
で
す
。

 
個
人（
住
宅
用
）で
も
10
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

上
を
売
電
す
る
場
合
は
、償
却
資
産
の
対

象
と
な
り
申
告
が
必
要
で
す
。

 

税
務
課
　
資
産
税
担
当

☎
32
‐
５
０
６
５

水
道
メ
ー
タ
ー
を
交
換
し
ま
す

 

計
量
法
に
基
づ
き
一
定
の
期
間（
８
年

間
）を
経
過
し
た
水
道
メ
ー
タ
ー
を
交
換

し
て
い
ま
す
。
該
当
す
る
ご
家
庭
に
は
、

委
託
業
者
が
交
換
作
業
に
伺
い
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、

交
換
対
象
と
な
る
ご
家
庭
に
は
、事
前
に

文
書
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※ 

メ
ー
タ
ー
交
換
に
よ
る
、お
客
様
の
費
用

負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

● 

交
換
期
間
　
９
月
～
10
月
の
間

● 

委
託
業
者

 

　
甲
州
市
水
道
事
業
協
力
会
17
社

令
和
４
年
度

交
通
災
害
共
済
加
入
受
付
中

 

加
入
者
が
交
通
災
害
に
あ
っ
た
場
合
に
、

被
害
の
程
度
に
よ
っ
て
見
舞
金
が
支
給

さ
れ
る
相
互
共
済
制
度
で
す
。

掛
金
は
１
人
に
つ
き
年
間
５
０
０
円
で
、

共
済
期
間
は
４
月
１
日（
中
途
加
入
の
場

合
は
そ
の
翌
日
）か
ら
令
和
５
年
３
月
31

日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

甲
州
市
に
住
所
を
有
し
、住
民
基
本
台
帳

に
記
載
さ
れ
て
い
る
方
な
ら
、ど
な
た
で

も
加
入
で
き
ま
す
。

ご
家
族
そ
ろ
っ
て
の
ご
加
入
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

 

市
民
課
　
市
民
協
働
推
進
担
当
　

　
　
　
　
　
☎
32
‐
５
０
６
８

勝
沼
支
所
　
☎
44
‐
１
１
１
１

大
和
支
所
　
☎
48
‐
２
１
１
１

東
山
梨
行
政
事
務
組
合

令
和
４
年
度
職
員
採
用
試
験
案
内

● 

試
験
職
種・採
用
予
定
人
数

○ 

消
防
職
　
５
名
程
度

平
成
９
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
17
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
で
、高
等
学

校
以
上（
高
校
、短
大
、大
学
）を
卒
業
し

た
方
お
よ
び
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

に
卒
業
見
込
み
の
方

※ 

採
用
後
、甲
州
市
ま
た
は
山
梨
市
に
居
住

で
き
る
方

※ 

男
女
の
区
別
は
な
く
、使
命
感
を
持
っ
た

人
材
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

● 

試
験
日

 

第
１
次
試
験
　
９
月
18
日（
日
）

　 （
順
不
同
）

㈲
橘
田
総
合
サ
ー
ビ
ス
、
㈲
秋
山
設
備
、

塩
山
ヒ
タ
チ
商
会
、㈲
大
藤
建
設
、

第
一
設
備
㈱
、㈲
日
栄
工
業
、

㈲
田
中
設
備
工
業
所
、

㈲
早
川
建
材
設
備
、平
間
工
業
所
、

㈲
堀
内
設
備
、（
同
）三
科
設
備
、

㈲
岩
間
商
興
、㈲
エ
ー
ス
、内
藤
設
備
、

三
森
建
設
㈱
、㈲
ラ
イ
フ
興
産
、

㈱
平
成
設
備

 

上
下
水
道
課
　
総
務
担
当

☎
32
‐
５
０
７
７

ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
道
危
機
救
援
金

 

日
本
赤
十
字
社
山
梨
県
支
部
甲
州
市
地

区
で
は
、ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
人
道
危
機
対

応
お
よ
び
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら
の
避
難
民

を
受
け
入
れ
る
周
辺
国
と
、
そ
の
他
の

国
々
で
の
救
援
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、

市
役
所
各
庁
舎
に
募
金
箱
を
設
置
し
て

い
ま
す
。

募
金
は
９
月
30
日
ま
で
受
け
付
け
ま
す

の
で
、引
き
続
き
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま

す
。
な
お
、ご
協
力
い
た
だ
い
た
救
援
金

は
、日
本
赤
十
字
社
に
寄
託
し
ま
す
。

● 

募
金
箱
設
置
場
所
　

市
役
所
本
庁
舎（
総
合
案
内
）

勝
沼
支
所
、大
和
支
所

○ 
５
月
、６
月
の
募
金
額
は
次
の
受
付
金
額

の
と
お
り
と
な
り
ま
し
た
。
皆
さ
ま
の

温
か
い
ご
支
援
に
感
謝
し
ま
す
。

５
月
分
　
１
万
９
，７
７
２
円

６
月
分
　
１
万
２
，９
６
４
円

累
　
計
　
41
万
３
，８
２
７
円

 

子
育
て・福
祉
推
進
課
　
福
祉
推
進
担
当

☎
32
‐
２
１
１
１（
内
１
５
２
２
）

 

第
２
次
試
験

 

　
第
１
次
試
験
合
格
者
に
通
知

● 

申
込
受
付
期
間

７
月
12
日（
火
）～
８
月
12
日（
金
）

※ 

受
付
時
間
は
、土・日・祝
日
を
除
く
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

● 

そ
の
他

採
用
試
験
案
内
、資
格
要
件
等
の
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

東
山
梨
行
政
事
務
組
合

　 

総
務
課
　
庶
務
係

☎
32
‐
５
０
２
１

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

日
本
赤
十
字
社 

会
費
募
集

 

日
本
赤
十
字
社
は
、
国
内
災
害
救
護
を

事
業
の
柱
と
し
て
、国
際
救
援
、ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
育
成
や
応
急
手
当
を
学
べ
る
講

習
会
の
実
施
な
ど
、「
苦
し
ん
で
い
る
人

を
救
う
」た
め
の
組
織
で
す
。
赤
十
字
の

活
動
は
、皆
さ
ま
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
く

「
会
費
」に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

会
費
募
集
の
ご
協
力
は
、赤
十
字
奉
仕
団

員
に
よ
る
訪
問
の
ほ
か
、各
区
を
通
じ
て

お
願
い
し
て
い
ま
す
。
赤
十
字
活
動
の

充
実
の
た
め
、皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

※ 

す
で
に
会
費
募
集
が
終
了
し
た
地
域
の

皆
さ
ま
に
つ
き
ま
し
て
は
、ご
協
力
い
た

だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

子
育
て・福
祉
推
進
課
　
福
祉
推
進
担
当

☎
32
‐
２
１
１
１（
内
１
５
２
２
）

 市民課　市民協働推進担当　☎３２‐５０６８

　次の事業者は、戸別訪問により屋根の修理工事を勧誘し、契約を締結していました
が、消費者がクーリング・オフしたにも関わらず、支払い済みの代金を全額返金せず、
または一部しか返金しませんでした。
　この行為は「不当な取引行為」とされ、山梨県消費生活条例に違反します。十分注
意してください。
事業者の情報※氏名、住所はいずれも自称
1 業者名 細沢工業（ほそざわこうぎょう）
2 代表者氏名 細沢　哲治（ほそざわ・てつじ）
3 所在地 長野県松本市里山辺867-2　花岡アパート
4 取引形態 訪問販売（屋根修理）

悪
質
業
者
に

ご
注
意
！

相

　談

相

　談

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
教
室

講
座
・
教
室

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

21 20令和 4 年 8 月広報こうしゅう



サ
マ
ー

（
公
財
）山
梨
県
市
町
村
振
興
協
会

5
7

火

新型コロナウイルス感染症拡大状況により、イベントや相談会等が中止・延期となる場合があります。
なお、参加にあたっては、事前検温やマスク着用等、感染症対策へのご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症拡大状況により、イベントや相談会等が中止・延期となる場合があります。
なお、参加にあたっては、事前検温やマスク着用等、感染症対策へのご協力をお願いします。

障
害
者
福
祉
に
関
す
る
各
種
手
当

 

障
害
の
程
度
に
応
じ
て
、障
害
を
お
持
ち

の
方
や
そ
の
家
族
に
、各
種
手
当
を
支
給

し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◎ 

特
別
児
童
扶
養
手
当

身
体
ま
た
は
精
神
に
中
程
度
以
上
の
障

害
が
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
父
母
な
ど
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

● 

障
害
の
程
度

お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級

程
度（
下
肢
障
害
な
ど
は
一
部
４
級
）で

あ
る
方
。
療
育
手
帳
Ａ
‐
１
～
Ｂ
‐
１

程
度
の
知
的
障
害
、ま
た
は
同
程
度
の
精

神
障
害
の
あ
る
方
。

● 

手
当
月
額

 

１
級（
重
度
）　
５
万
２
，４
０
０
円

 

２
級（
中
度
）　
３
万
４
，９
０
０
円

※ 

障
害
の
程
度
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

◎ 

障
害
児
福
祉
手
当

身
体
ま
た
は
、精
神
に
重
度
の
障
害
が
あ

る
た
め
、日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
介
護

を
必
要
と
す
る
在
宅
の
20
歳
未
満
の
児

童
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

● 

障
害
の
程
度

お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
程
度

（
両
手
指
欠
損
な
ど
は
一
部
２
級・
内
科

的
疾
患
も
含
む
）で
あ
る
方
。
療
育
手
帳

Ａ
‐
２
ａ
程
度
の
知
的
障
害
、ま
た
は
同

程
度
以
上
の
精
神
障
害
の
あ
る
方
。

● 

手
当
月
額
　
１
万
４
，８
５
０
円

◎ 

特
別
障
害
者
手
当

身
体
ま
た
は
精
神
に
著
し
く
重
度
の
障

害
が
あ
る
た
め
、日
常
生
活
に
お
い
て
常

時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の

20
歳
以
上
の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

● 

障
害
の
程
度

要
予
約

無
料
法
律
相
談

 

８
月
15
日（
月
）

 

午
後
１
時
30
分
～
５
時

 

市
役
所
本
庁
舎
　
２
階
　
第
１
会
議
室

 

甲
州
市
民

● 

定
員
　
７
名（
１
名
に
つ
き
30
分
以
内
）

※ 

８
月
５
日（
金
）午
前
８
時
30
分
か
ら
予

約
を
受
け
付
け
ま
す
。

※ 

な
る
べ
く
多
く
の
方
に
相
談
機
会
を
設

け
る
た
め
、回
数
を
制
限
さ
せ
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

市
民
課
　
市
民
協
働
推
進
担
当

☎
32
‐
５
０
６
８

予
約
不
要
・
無 

料

合
同
相
談

 

身
近
な
相
談
窓
口
と
し
て
毎
月
開
催
し

て
い
ま
す
。
行
政
、人
権
、家
庭
の
こ
と

で
お
悩
み
の
方
は
、こ
の
機
会
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

 

８
月
12
日（
金
）

 

午
後
１
時
30
分
～
３
時

 

市
役
所
本
庁
舎
　
２
階
　
第
１
会
議
室

 

甲
州
市
民

 

市
民
課
　
市
民
協
働
推
進
担
当

☎
32
‐
５
０
６
８

予
約
不
要
・
無 

料

消
費
生
活
相
談

 

消
費
生
活
相
談
員
が
消
費
生
活
に
関
す

お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
程
度

（
視
覚・聴
覚
障
害
な
ど
一
部
２
級
）の
異

な
る
障
害
が
２
つ
以
上
あ
る
方
。
最
重

度
程
度
の
知
的
障
害
、ま
た
は
同
程
度
以

上
の
精
神
障
害
の
あ
る
方
。

● 

手
当
月
額
　
２
万
７
，３
０
０
円

※ 

い
ず
れ
の
手
当
も
、施
設
等
に
入
所
し
て

い
る
場
合
や
所
得
制
限
な
ど
に
よ
り
、支

給
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◎ 

特
別
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
障
害
者
手

当
、障
害
児
福
祉
手
当
、福
祉
手
当
を
現

在
受
給
し
て
い
る
皆
さ
ま
へ

８
月
は「
所
得
状
況
届
」の
提
出
月
で
す
。

こ
れ
は
、手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
の

前
年（
令
和
３
年
中
）の
所
得
状
況
な
ど
を

調
査
し
、引
き
続
き
手
当
の
受
給
資
格
が

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
も
の
で
す
。

届
出
の
用
紙
は
該
当
者
に
直
接
送
付
し

ま
す
の
で
、必
要
事
項
を
記
入
の
上
、提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

提
出
先
　
子
育
て・福
祉
推
進
課
／
勝
沼

支
所
／
大
和
支
所

● 

受
付
期
間

８
月
12
日（
金
）～
９
月
12
日（
月
）

※ 

期
間
内
に
提
出
が
な
い
場
合
は
、支
給
が

差
し
止
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

 

子
育
て・福
祉
推
進
課
　
障
害
福
祉
担
当

☎
32
‐
５
０
６
７

る
ト
ラ
ブ
ル（
電
話
詐
欺
や
架
空
請
求
、

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
等
）の
相
談
に
応
じ
ま

す
。
お
困
り
の
方
は
、ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

◎ 

甲
州
市
会
場

 

８
月
３
日（
水
）／
10
日（
水
）／

　 

19
日（
金
）／
31
日（
水
）

 

甲
州
市
役
所
本
庁
舎
　
１
階
　
相
談
室

（
市
民
課
内
）

◎ 

山
梨
市
会
場

 

８
月
２
日（
火
）／
９
日（
火
）／

　 

23
日（
火
）／
30
日（
火
）

 

山
梨
市
役
所

 

甲
州
市
民
、山
梨
市
民

 

市
民
課
　
市
民
協
働
推
進
担
当

☎
32
‐
５
０
６
８

要
予
約
・
無 

料

甲
府
年
金
事
務
所
出
張
相
談

 

年
金
請
求
手
続
き
、年
金
受
給
者
の
死
亡

に
関
す
る
手
続
き
、
年
金
加
入・
納
付
記

録
の
確
認
や
年
金
額
の
計
算
な
ど

 

８
月
25
日（
木
）

 

午
前
の
部
　
午
前
９
時
30
分
～
正
午

午
後
の
部
　
午
後
１
時
～
４
時

 

山
梨
市
役
所

 

基
礎
年
金
番
号
が
確
認
で
き
る
も
の（
年

金
手
帳
、年
金
証
書
等
）お
よ
び
本
人
確

認
書
類（
運
転
免
許
証
等
）を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
代
理
人
の
方
が
お
越
し
の
場

合
は
、委
任
状
と
代
理
人
の
本
人
確
認
書

類
が
必
要
で
す
。

 

甲
府
年
金
事
務
所

☎
０
５
５
‐
２
５
２
‐
１
４
３
１

相

　談

全
国
一
斉

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」強
化
週
間

 

い
じ
め
や
児
童
虐
待
等
は
、依
然
と
し
て

数
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
を

め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
の
解
決

へ
向
け
た
取
り
組
み
を
強
化
す
る
た
め
、

全
国
一
斉「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間
を
実
施
し
ま
す
。

● 

実
施
機
関
　
甲
府
地
方
法
務
局
、山
梨
県

人
権
擁
護
委
員
連
合
会

● 

実
施
期
間

８
月
26
日（
金
）～
９
月
１
日（
木
）

● 

開
設
時
間
　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

※ 

土
曜
日・日
曜
日
は
午
前
10
時
か
ら
午
後

５
時
ま
で

● 

相
談
員
　
甲
府
地
方
法
務
局
職
員
、人
権

擁
護
委
員

● 

無
料
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０

※ 

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

 

甲
府
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
０
５
５
‐
２
５
２
‐
７
２
３
９

予
約
不
要
・
無 

料

特
設
人
権
相
談
所
開
設

 

い
じ
め
、
親
族
間
ト
ラ
ブ
ル
、
差
別
、
配

偶
者
か
ら
の
暴
力
、児
童
虐
待
、ス
ト
ー

カ
ー
な
ど
人
権
に
関
わ
る
相
談
等

 

８
月
26
日（
金
）

要
予
約

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

 

相
続
や
会
社
関
係
の
登
記
、土
地・建
物

の
名
義
変
更
、遺
言
、成
年
後
見
等
の
相

談
に
応
じ
ま
す
。

 

８
月
19
日（
金
）

 

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

 

街
の
駅
や
ま
な
し

※ 

相
談
時
間
は
１
組
に
つ
き
40
分
以
内

※ 

書
類
の
作
成
指
導
や
審
査
は
行
い
ま
せ

ん
。

※ 

初
め
て
の
ご
相
談
に
限
り
ま
す
。

 

山
梨
県
司
法
書
士
会
　

相
続
登
記
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
５
‐
２
５
３
‐
２
３
７
６

予
約
不
要
・
無 

料

障
害
者
差
別
に
関
す
る
相
談

 

「
こ
れ
っ
て
障
害
者
差
別
で
は
？
」「
障
害

者
の
方
に
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
す
る
べ

き
か
？
」な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

 

福
祉
総
合
支
援
課
　
相
談
支
援
担
当

☎
32
‐
０
２
８
５

℻
20
‐
６
１
６
７

要
予
約
・
無 

料

あ
ん
し
ん
相
談

 

閉
じ
こ
も
り
が
ち
に
な
っ
た
、
無
口
に

な
っ
た
、会
社
や
学
校
に
行
け
な
い
、家

族
関
係
や
友
人
関
係
が
う
ま
く
い
か
な

い
な
ど
、メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
中
心
と
し

 

午
前
10
時
～
午
後
３
時

 

市
役
所
本
庁
舎
　
２
階
　
第
１
会
議
室

● 

相
談
員
　
人
権
擁
護
委
員

※ 

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

 

市
民
課
　
市
民
協
働
推
進
担
当

☎
32
‐
５
０
６
８

予
約
不
要
・
無 

料

勝
沼・大
和
地
域
行
政
相
談

 

行
政
に
関
わ
る
こ
と
で
お
悩
み
の
方
は
、

こ
の
機
会
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 

８
月
19
日（
金
）

 

午
後
１
時
30
分
～
３
時

 

勝
沼
防
災
セ
ン
タ
ー
　
２
階
　
会
議
室
Ａ

 

甲
州
市
民

 

市
民
課
　
市
民
協
働
推
進
担
当

☎
32
‐
５
０
６
８

た
相
談
に
応
じ
ま
す
。

 

随
時

 

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

 

来
所
を
基
本
と
し
ま
す
が
、ご
事
情
に
よ

り
訪
問
等
の
対
応
も
し
ま
す
。
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

 

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

● 

そ
の
他

 

　
保
健
師
、社
会
福
祉
士
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専

門
に
よ
り
対
応
し
ま
す
。
ま
た
、必
要
と

判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
精
神
科
医
師
の

対
応
も
可
能
で
す
。

※ 

精
神
科
等
の
医
療
機
関
の
紹
介
を
目
的

と
し
た
相
談
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

福
祉
総
合
支
援
課
　
相
談
支
援
担
当

☎
32
‐
０
２
８
５

℻
20
‐
６
１
６
７

要
予
約
・
無 

料

も
の
忘
れ
相
談

 

最
近
も
の
忘
れ
し
や
す
く
な
り
心
配
な

方
や
、気
に
な
る
症
状
が
出
て
き
た
家
族

へ
の
対
応
方
法
な
ど
、日
下
部
記
念
病
院

の
認
知
症
専
門
医
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 

８
月
19
日（
金
）

 

午
後
１
時
30
分
～

 

市
役
所
本
庁
舎
　
１
階

　 

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

 

８
月
16
日（
火
）ま
で
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※ 

毎
月
第
３
金
曜
日
に
開
設
し
て
い
ま
す
。

 

介
護
支
援
課

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
32
‐
５
６
０
０

お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
教
室

講
座
・
教
室

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

相

　談

相

　談

お
知
ら
せ

23 22令 和 4 年 8 月広報こうしゅう



新型コロナウイルス感染症拡大状況により、イベントや相談会等が中止・延期となる場合があります。
なお、参加にあたっては、事前検温やマスク着用等、感染症対策へのご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症拡大状況により、イベントや相談会等が中止・延期となる場合があります。
なお、参加にあたっては、事前検温やマスク着用等、感染症対策へのご協力をお願いします。

要
予
約

土
地
の
境
界
問
題
に
関
す
る
相
談

 

土
地
境
界
の
専
門
家「
土
地
家
屋
調
査

士
」と
法
律
の
専
門
家「
弁
護
士
」が
協
力

し
て
皆
さ
ま
の
相
談
に
応
じ
、公
正・迅

速・円
満
な
形
で
問
題
の
解
決
を
目
指
す

よ
う
お
手
伝
い
し
ま
す
。
境
界
問
題
で
お

困
り
の
方
、ま
ず
は
お
電
話
く
だ
さ
い
。

※ 

電
話
で
の
相
談
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

※ 

相
談
は
有
料
で
す
。

 

境
界
問
題
相
談
セ
ン
タ
ー
や
ま
な
し

　 

☎
０
５
５
‐
２
２
５
‐
３
７
３
７

イ
ベ
ン
ト

一
般
開
放
し
ま
す

わ
だ
つ
み
平
和
文
庫

 

８
月
15
日
の
終
戦
の
日
を
迎
え
る
に
あ

た
り
、「
き
け 

わ
だ
つ
み
の
こ
え
」の
原

点
で
あ
る
、わ
だ
つ
み
平
和
文
庫
を
一
般

開
放
し
ま
す
。

 

８
月
14
日（
日
）

 

午
前
10
時
～
午
後
３
時

 

わ
だ
つ
み
平
和
文
庫

　 （
市
役
所
本
庁
舎
南
隣
）

 

山
梨
県
内
在
住
の
方

※ 

入
館
制
限
を
実
施
し
ま
す
の
で
、お
待
ち

い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

生
涯
学
習
課
　
社
会
教
育
担
当
　

　 

☎
32
‐
５
０
９
７

要
申
込

手
づ
く
り
ハ
ー
バ
リ
ウ
ム
体
験
講
座

 

ボ
ト
ル
容
器
の
中
に
、か
わ
い
ら
し
い
花

材
を
使
用
し
た
ハ
ー
バ
リ
ウ
ム
を
作
り

ま
す
。

 

９
月
10
日（
土
）

 

午
前
10
時
～
正
午

 

甲
州
市
中
央
公
民
館 

２
階 

大
会
議
室

 

市
内
在
住
者
ま
た
は
在
勤
者（
小
学
３
年

生
以
下
は
保
護
者
の
同
伴
が
必
要
）

● 

定
員
　
20
名

● 

講
師
　
雨
宮 

美
香
氏

 

1
︐0
０
０
円（
当
日
徴
収
）

 

は
さ
み

 

８
月
３
日（
水
）～
17
日（
水
）の
間
に
、電

話
ま
た
は
中
央
公
民
館
窓
口
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。（
月
曜・休
館
日
を
除
く

午
前
９
時
～
午
後
５
時
）。

 

生
涯
学
習
課
公
民
館
担
当
　

　 

☎
32
‐
１
４
１
１

要
申
込
・
無 

料

シ
ニ
ア
の
た
め
の

「
こ
こ
ろ
と
身
体
の
健
康
」講
座

 

シ
ニ
ア
世
代
が
抱
え
る「
こ
こ
ろ
と
身
体

の
悩
み
」に
つ
い
て
学
び
、今
日
か
ら
で

き
る
対
策
を
、エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
交
え
て

紹
介
し
ま
す
。

◎ 

第
１
回
　

● 

「
身
近
な
悩
み
を
ス
ッ
キ
リ
解
決
！
コ
リ

や
痛
み
を
予
防
し
て
元
気
に
」

 

９
月
６
日（
火
）

◎ 

第
２
回
　

● 「
ス
ト
レ
ス
と
上
手
に
向
き
合
う
」

要
申
込
・
無 

料

謎
解
き
ゲ
ー
ム

財
宝
が
埋
ま
っ
て
い
る
！

か
も
し
れ
な
い
上
条
集
落

 

今
年
の
夏
休
み
は
上
条
集
落
で
ク
イ
ズ

を
解
い
て
お
宝
を
ゲ
ッ
ト
し
よ
う
！

　 

な
ん
と
、塩
山
下
小
田
原
に
あ
る
上
条
集

落
に
は
、財
宝
が
埋
ま
っ
て
い
る
と
い
う

伝
説
が
あ
る
の
で
す
。
真
実
は
ま
だ
誰

も
知
ら
な
い
け
れ
ど
、な
ん
だ
か
ワ
ク
ワ

ク
す
る
よ
う
な
お
話
し
だ
と
思
い
ま
せ

ん
か
？

　 

ク
イ
ズ
の
正
解
者
に
は
お
宝
の
プ
レ
ゼ

ン
ト
あ
り
。
上
条
集
落
の
文
化
財
を
め

ぐ
り
、出
題
さ
れ
る
歴
史
ク
イ
ズ
を
解
い

て
お
宝
を
ゲ
ッ
ト
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

８
月
12
日（
金
）※
雨
天
中
止
。
中
止
の

場
合
は
事
前
に
連
絡
し
ま
す
。

 

午
前
９
時
～
11
時
頃

 

福
蔵
院
駐
車
場

 

小
学
校
中
学
年
か
ら
高
学
年

保
護
者
の
方
も
ご
一
緒
に
ど
う
ぞ
！

● 

定
員
　
30
名（
先
着
）

 

８
月
10
日（
水
）ま
で
に
、
電
話
で
氏
名・

住
所・電
話
番
号
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※ 

定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

※ 

飲
み
物
を
持
参
す
る
な
ど
、各
自
熱
中
症

対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

生
涯
学
習
課
　
文
化
財
担
当
　

　 

☎
32
‐
５
０
７
６

要
申
込
・
無 

料

芸
術
を
楽
し
む
秋
の
夕
べ

 

市
民
の
皆
さ
ま
に
芸
術
に
触
れ
て
い
た

 

10
月
４
日（
火
）

 

各
回
と
も
開
催
時
間
は
午
後
１
時
30
分

～
２
時
30
分
で
す
。
ど
ち
ら
も
完
結
し

た
内
容
で
す
の
で
、１
日
の
み
の
参
加
も

可
能
で
す
。

 

甲
州
市
中
央
公
民
館 

３
階 

第
２
研
修
室

 

市
内
在
住
者
ま
た
は
在
勤
者

● 

定
員
　
30
名

● 

講
師

 

　
明
治
安
田
生
命
相
互
会
社
派
遣
講
師

● 

そ
の
他
　

 

こ
の
講
座
は
甲
州
市
と
明
治
安
田
生
命

相
互
会
社
と
の
連
携
に
よ
り
開
催
し
ま

す
。

 

「
健
幸
ポ
イ
ン
ト
こ
う
し
ゅ
う
」の
運
動

コ
ー
ス
と
し
て
、参
加
者
に
１
０
ポ
イ
ン

ト
を
付
与
し
ま
す
。

 

８
月
５
日（
金
）～
９
月
２
日（
金
）の
間

に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、電
話
ま
た
は
中
央

公
民
館
窓
口
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

（
月
曜・
休
館
日
を
除
く
午
前
９
時
～
午

後
５
時
）

 

生
涯
学
習
課
　
公
民
館
担
当
　

　 

☎
32
‐
１
４
１
１

要
申
込

甲
州
市
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ク
ラ
ブ

参
加
者
募
集

◎ 

９
月
の
活
動

● 

防
災
デ
イ
キ
ャ
ン
プ

 

起
震
車
体
験・煙
体
験・消
火
器
体
験
、

　 

防
災
グ
ッ
ズ
作
成

 

９
月
17
日（
土
）※
雨
天
中
止

 

午
前
９
時
～
11
時
30
分

　 

（
午
前
８
時
45
分
受
付
開
始
）

 

勝
沼
中
央
公
園
グ
ラ
ウ
ン
ド

だ
く
機
会
を
提
供
す
る
た
め
、毎
年
音
楽

コ
ン
サ
ー
ト
等
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　 

今
回
は
、世
界
中
で
ご
活
躍
さ
れ
て
い
る

大
沢
聡
氏
に
オ
カ
リ
ナ
を
演
奏
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。
秋
の
夜
長
に
素
晴
ら
し

い
音
楽
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

 

10
月
７
日（
金
）

 

午
後
７
時
～
８
時

　 

（
午
後
６
時
30
分
開
場
）

 

甲
州
市
民
文
化
会
館
　
ホ
ー
ル

 

甲
州
市
在
住
ま
た
は
在
勤
の
方

● 

定
員
　
２
０
０
名（
先
着
）

 

８
月
８
日（
月
）～
９
月
30
日（
金
）の
間

に
、電
話
ま
た
は
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。（
土・
日・
祝
日
を
除
く
午
前

９
時
～
午
後
５
時
）

※ 

定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

● 

主
催
　
甲
州
市
生
涯
学
習
市
民
協
議
会

● 

共
催
　
甲
州
市
教
育
委
員
会

 

甲
州
市
生
涯
学
習
市
民
協
議
会
事
務
局

（
生
涯
学
習
課
　
社
会
教
育
担
当
内
）

☎
32
‐
５
０
９
７

s-gakushu@
city.koshu.lg.jp

講
座
・
教
室

要
申
込
・
無 

料

絵
手
紙
体
験
教
室

～
敬
老
の
日
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
作
ろ
う
～

 

絵
手
紙
の
楽
し
さ
や
描
き
方
の
基
礎
を

学
び
ま
す
。

 

９
月
18
日（
日
）

 

午
後
２
時
～
４
時

 

市
内
在
住
の
小
学
校
１
年
生
～
３
年
生

● 

定
員
　
20
名（
先
着
順
）

 

３
０
０
円

 

８
月
４
日（
木
）～
９
月
２
日（
金
）の
間

に
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。（
土・

日・
祝
日
を
除
く
午
前
９
時
～
午
後
５

時
）

 

軍
手
、帽
子
、ハ
ン
カ
チ
、タ
オ
ル
、飲
み

物
、筆
記
用
具
、は
さ
み

● 

主
催

　 

甲
州
市
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ク
ラ
ブ

　 

実
行
委
員
会

 

生
涯
学
習
課
　
社
会
教
育
担
当

　 

☎
32
‐
５
０
９
７

要
予
約
・
無 

料

夏
休
み
小
学
生
向
け
講
座

～
ゴ
ミ
減
量
と
リ
サ
イ
ク
ル
に

つ
い
て
学
ぼ
う
～

 

燃
え
る
ゴ
ミ
が
処
理
さ
れ
る
ま
で
の
流

れ
や
ゴ
ミ
減
量
、リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て

学
び
ま
す
。
夏
休
み
の
自
由
研
究（
工
作

等
）に
も
最
適
。
ゴ
ミ
収
集
車
も
来
る

よ
。

 

８
月
19
日（
金
）

 

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

 

勝
沼
防
災
セ
ン
タ
ー
　

2
階
　
会
議
室

 

小
学
生

● 

定
員
　
15
名（
先
着
順
）

 

筆
記
用
具
、は
さ
み（
工
作
用
）

 

メ
ー
ル
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
す
て
っ
ぷ・あ
っ
ぷ
る

　 

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

 

　
あ
っ
ぷ
っ
ぷ

info@kosodate-oyasodachi-apple.org

 

甲
州
市
中
央
公
民
館 

２
階 

大
会
議
室

 

市
内
在
住
者
ま
た
は
在
勤
者（
小
学
３
年

生
以
下
は
保
護
者
の
同
伴
が
必
要
）

● 

定
員
　
20
名

● 

講
師
　
佐
藤 

信
子
氏

 

絵
手
紙
に
描
き
た
い
言
葉（
ご
持
参
く
だ

さ
い
）、野
菜
と
果
物
２
～
３
点
、水
彩
絵

の
具・筆
、書
道
セ
ッ
ト

 

８
月
４
日（
木
）～
19
日（
金
）の
間
に
、電

話
ま
た
は
中
央
公
民
館
窓
口
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。（
月
曜・休
館
日
を
除
く

午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

 

生
涯
学
習
課
公
民
館
担
当
　

　 

☎
32
‐
１
４
１
１

「
原
爆
と
人
間
」

パ
ネ
ル
展
と
平
和
の
つ
ど
い

 

ヒ
ロ
シ
マ・ナ
ガ
サ
キ
原
爆
パ
ネ
ル
、広

島
の
高
校
生
が
描
い
た
原
爆
の
絵
、戦
争

に
関
す
る
資
料
、絵
画
な
ど
を
展
示
し
ま

す
。

 

８
月
５
日（
金
）～
９
日（
火
）

 

午
前
９
時
～
午
後
５
時

　 （
９
日
は
午
後
４
時
ま
で
）

 

市
役
所
本
庁
舎
　
１
階

　 

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

◎
特
別
企
画「
平
和
の
歌
声
と
講
演
の
集
い
」

 

８
月
６
日（
土
）

 

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

 

甲
州
市
民
文
化
会
館

 

子
ど
も
た
ち
に
平
和
と
未
来
を

　 

手
渡
す
仲
間
の
輪（
古
屋
）

　
☎
０
９
０
‐
６
９
５
４
‐
８
３
９
８

要
予
約

検
察
の
役
割
を
学
ぼ
う

検
察
庁
ふ
れ
あ
い
広
報

 

検
察
庁
の
組
織
や
役
割
に
つ
い
て
、検
察

庁
職
員
が
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
ま
す
。

庁
舎
内
の
見
学
も
で
き
ま
す
。

 

年
末
年
始
を
除
く
平
日
午
前
８
時
30
分

か
ら
午
後
５
時
15
分
の
間
の
２
時
間
以

内
で
実
施

 

小
学
生
以
上（
20
人
以
内
）

 

甲
府
地
方
検
察
庁
　
企
画
調
査
課
　

　 

広
報
担
当

　 

☎
０
５
５
‐
２
３
５
‐
７
２
３
４

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

相

　談

相

　談

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
教
室

講
座
・
教
室

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ
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図書館ＨＰ https://www.lib-koshu.jp/

としょかん
つうしんか

き
す

け

新型コロナウイルス感染症拡大状況により、イベントや相談会等が中止・延期となる場合があります。
なお、参加にあたっては、事前検温やマスク着用等、感染症対策へのご協力をお願いします。

要
予
約

企
業
家
養
成
セ
ミ
ナ
ー（
創
業
塾
）

 

全
て
受
講
し
た
参
加
者
に
は
、国
の
認
定

を
受
け
た
市
町
村
で
創
業
す
る
場
合
、法

人
設
立
時
の
登
録
免
許
税
が
軽
減
さ
れ

る
等
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

 

10
月
１
日（
土
）・８
日（
土
）

 

甲
府
市
総
合
市
民
会
館 
３
階 
大
会
議
室

 

10
月
23
日（
日
）・30
日（
日
）

 

ア
イ
メ
ッ
セ
山
梨
　
４
階
大
会
議
室

● 

講
師
　
西
島
経
営
よ
ろ
ず
相
談
所
　
所

長
　
中
小
企
業
診
断
士 

西
島 

茂
德
氏

 

2
︐0
０
０
円

● 

定
員
　
30
名
（
定
員
に
達
し
次
第
締
め

切
り
ま
す
）

※ 

申
込
方
法
等
の
詳
細
は
Ｑ
Ｒ
コ

　 

ー
ド
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

 （
公
財
）や
ま
な
し
産
業
支
援
機
構

 

　
新
産
業
創
造
部
　
新
市
場
開
拓
課
　

　 

☎
０
５
５
‐
２
４
３
‐
１
８
８
８

　要
申
込

峡
東
地
域
農
業
経
営
改
善
研
修
会

（
農
業
簿
記
）受
講
者
募
集

 

今
ま
で
の
農
業
経
営
を
見
直
し
、今
後
の

経
営
改
善
を
目
指
す
方
を
対
象
に
、研
修

会
を
開
催
し
ま
す
。

① 

パ
ソ
コ
ン
簿
記
入
門
コ
ー
ス（
全
６
回
）

● 

開
催
時
期
　

　 

令
和
４
年
10
月
～
令
和
５
年
２
月

 

パ
ソ
コ
ン
農
業
簿
記
が
初
め
て
の
方（
経

験
０
～
２
年
の
方
）

※ 

パ
ソ
コ
ン
の
基
本
的
操
作（
簿
記
ソ
フ
ト

の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
等
）が
で
き
る
方

● 

定
員
　
20
名

② 

パ
ソ
コ
ン
簿
記
質
問
相
談
会（
全
２
回
）

● 

開
催
時
期
　
令
和
５
年
２
月

 

ソ
リ
マ
チ
農
業
簿
記
を
実
践
し
て
い
る

方（
受
講
年
数
５
年
未
満
）

● 

定
員
　
10
名
×
２
回

 

①
②
と
も
東
山
梨
合
同
庁
舎

 

①
②
と
も
８
３
０
円（
テ
キ
ス
ト
代
）

● 

申
込
締
切
　
①
②
と
も
９
月
22
日（
木
）　

 

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、峡

東
農
務
事
務
所
ま
で
メ
ー
ル
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
様
式
は
峡
東
農
務
事

務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。
な
お
、メ
ー
ル
以
外
の
方

法
で
は
お
申
し
込
み
い
た
だ
け
ま
せ
ん

の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※ 
詳
細
は
峡
東
農
務
事
務
所
ホ
ー

　 

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
い
た
だ
く

　 

か
、お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

※ 

希
望
者
多
数
の
場
合
は
、
受
講
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

峡
東
農
務
事
務
所
　

　 

☎
20
‐
２
７
０
７

　 
kt-noum

u@
pref.yam

anashi.lg.jp

要
申
込

塩
山
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

夏
休
み
短
期
水
泳
教
室

 

４
歳
～
小
学
校
６
年
生（
水
の
苦
手
な
お

子
さ
ん
か
ら
各
泳
法
の
習
得
ま
で
）

※ 

小
学
生
は
送
迎
バ
ス
あ
り
。

 

１
期
　
７
月
25
日（
月
）～
29
日（
金
）

 

２
期
　
８
月
１
日（
月
）～
５
日（
金
）

 

３
期
　
８
月
８
日（
月
）～
12
日（
金
）

 

４
期
　
８
月
15
日（
月
）～
19
日（
金
）

 

い
ず
れ
も
午
前
８
時
50
分
～
10
時
15
分

 

塩
山
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

● 

定
員
　
各
期
50
名

 

受
講
料
　
１
期
7
︐7
０
０
円（
税
込
）登

録
料
　

1
︐1
０
０
円（
税
込
）

 

電
話
予
約
の
上
、受
講
料
を
添
え
て
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

 

甲
州
市
塩
山
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

　 

☎
32
‐
１
５
９
６

求
職
者
支
援
訓
練

 

職
業
訓
練
を
受
講
し
て
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

を
図
り
、早
期
就
職
の
実
現
を
目
指
し
て

い
き
ま
す
。
一
定
要
件
を
満
た
す
場
合
、

職
業
訓
練
受
講
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

● 

訓
練
内
容
　
Ｏ
Ａ
事
務
（
パ
ソ
コ
ン
活

用
）、宅
建
、ｗ
ｅ
ｂ
デ
ザ
イ
ン
、Ｉ
Ｔ
、介

護
な
ど

※ 

時
期
に
よ
っ
て
内
容
が
異
な
り
ま
す
。

● 

訓
練
期
間
　
１
カ
月
～
５
カ
月

● 

受
講
料
　
無
料（
テ
キ
ス
ト
代
、
任
意
検

定
料
な
ど
は
自
己
負
担
）

※ 

訓
練
終
了
後
も
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る

就
職
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
塩
山

 
　
☎
33
‐
８
６
０
９

要
申
込
・
無 
料

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
講
習
会

① 

介
護・
家
事
援
助
の
た
め
の
整
理
収
納・

清
掃・接
遇
講
習
会

 

整
理
収
納
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
２
級
資
格
を

取
得
で
き
ま
す
。

 

９
月
６
日（
火
）・７
日（
水
）・８
日（
木
）

 

午
前
10
時
～
午
後
４
時

 

富
士
吉
田
市
内

● 

定
員
　
12
名（
書
類
選
考
に
よ
る
）

● 

申
込
締
切
日
　
８
月
18
日（
木
）

② 

植
木
剪
定・刈
払
機
安
全
講
習
会

 

刈
払
機
取
扱
作
業
者
資
格
を
取
得
で
き

ま
す
。

 

９
月
12
日（
月
）・13
日（
火
）・15
日（
木
）・

16
日（
金
）

 

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

 

中
央
市「
シ
ル
ク
の
里
公
園
」

● 

定
員
　
15
名（
書
類
選
考
に
よ
る
）

● 

申
込
締
切
日
　
８
月
12
日（
金
）

 

①
②
と
も
令
和
４
年
度
以
降
に
シ
ル

バ
ー
登
録
を
さ
れ
る
方
。（
事
前
に
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
登
録
が
必
要
）

 

山
梨
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　 

連
合
会

　 

☎
０
５
５
‐
２
２
８
‐
８
３
８
３

「８月月間版下イラスト-1（白黒）.ai」

塩山図書館	 ☎３２‐１５０５
勝沼図書館	 ☎４４‐３７４６
大和図書館	 ☎４８‐２９２１
甘草屋敷子ども図書館	 ☎３３‐５９２６

お問い合わせ先

○
入
館
に
際
し
同
意
書
の
記
入
・
提
出
、
検
温
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　○
閲
覧
席
を
制
限

付
き
で
貸
し
出
し
ま
す
。1
日
1
回
2
時
間
ま
で
と
し
、席
は
指
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

○
本
を
入
れ
る
マ
イ
バ
ッ
グ
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　○
勝
沼
図
書
館
で
は
ス
リ
ッ
パ
の

貸
し
出
し
を
休
止
し
て
い
ま
す
。
マ
イ
ス
リ
ッ
パ
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

入
館
に
際
し
て

 

開
館
時
間
や
休
館
日
は
別
紙
情
報
カ
レ
ン
ダ
ー
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

マ
ス
ク
着
用
・
入
退
館
時
の
手
指
消
毒
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス（
お
互
い
の
距
離
）の
確
保
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

知的書評合戦ビブリオバトル 
ＩＮ塩山　第６回学生大会

日　時	 8月7日（日）　午前10時30分～
会　場	 中央公民館	１階	ロビー
ビブリオバトルとは、バトラーが好きな本を紹介
しあい、観覧者が一番読みたくなった本がチャン
プ本となります。
※観戦(見学)の申込みは必要ありません、時間までにマスク
着用でお越しください。

司書のお仕事を体験しよう！ 
Junior librarian講座

日　時	 8月27日（土）	 IN塩山図書館
	 11月26日（土）	 IN勝沼図書館
	 ①午前9時～12時　②午後2時～5時
対　象	 小学生(両日参加できる方のみ)
定　員	 ①、②各5名
	 ①は両日とも午前、②は両日とも午後
	 (申込みは8月6日10時～勝沼図書館まで)

2回の講座を通して司書の仕事を体験して『認定
証』をもらおう！

大和図書館 コワ楽
たの

おはなし&映画会
夏にぴったりな怖いお話会でひやっとした後は映
画でお楽しみください。
8月16日（火）　映画『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』
8月17日（水）　映画『お･た･の･し･み』
時　間	 おはなし会	 午前10時～
　　　　映画会	 午前10時30分～
会　場	 大和ふるさと会館　ホール
※申込みは必要ありません。映画会からの参加も可能です。

知的書評合戦ビブリオバトル ＩＮ塩山㉙
日　時	 ９月25日（日）午後5時15分～
会　場	 塩山図書館	閲覧席
紹介本のテーマ「あき」
どんな｢あき｣を想いましたか？空き・安芸・アキ・
飽き・開き・明き…
※バトラー（発表者）募集しています。お問い合わせは塩山
図書館まで。

勝沼図書館 夏休みこども映画会
8月13日（土）午後2時～ 
『おじゃる丸　さらばまったりの日々よ』
8月14日（日）午後2時～
『お･た･の･し･み』
会　場	 勝沼図書館	視聴覚室
※申込みは必要ありません。時間までにマスク着用でお越
しください。

多くの方に利用していただけるよう夏休み中
の「課題図書」として貸出制限をさせていただ
きます。

「青少年読書感想文全国コンクール」課題図書
貸出期間　ひとり1冊1週間
予約制限　ひとり1冊まで

〈夏休みの宿題応援フェア！開催〉
読書感想文「課題図書」の扱いについて

大和図書館は蔵書点検、館内整備作業のため
次の期間休館します。ご理解ご協力をお願い
します。

休館期間　9月1日（木）～9日（金）

大和図書館蔵書点検のお知らせ

甘草屋敷子ども図書館企画展
「おばけの蔵」

甘草屋敷のお蔵がおばけ屋敷に大変身。
楽しいコーナーが待っています！
会　場	 甘草屋敷子ども図書館

開 催 中!
8月28日（日）まで

塩山B&G海洋センター　プールを一般開放しています
塩山B&G海洋センターでは、年間を通して温水プールを
開放しています。

●利用時間
	 朝の部	 午前9時30分～11時50分　
	 昼の部	 午後1時～4時50分（7月～8月）　
	 夜の部	 午後6時～9時20分

●利用料金（夏季料金）
	 甲州市民	 一般220円　高校生以下100円
	 市　　外	 一般320円　高校生以下100円	 	
	 ※小学4年生までは20歳以上の方の同伴が必要
	 ※7月～8月は、浮き輪・ビーチボール等の利用はできません。

 塩山B&G海洋センター　☎３２-１５９６（月曜休館）

お
知
ら
せ

相

　談

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
教
室

：内容			 ：日付			 ：時間			 ：場所			 ：対象			 ：料金			 ：持ち物			 ：申込方法			 ：問合せ
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第
45
回 

住
宅
デ
ー

（
塩
山
建
設
組
合
に
よ
る
建
具
の
修
繕
）

第
45
回 

住
宅
デ
ー

（
塩
山
建
設
組
合
に
よ
る
建
具
の
修
繕
）

〒404-8501　山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1　☎0553-32-2111　℻0553-32-1818　ホームページアドレス／https://www.city.koshu.yamanashi.jp　メールアドレス／ info@city.koshu.yamanashi.jp

発
行

／
令

和
4年

8月
１

日
編

集
／

甲
州

市
役

所
 政

策
秘

書
課

 秘
書・広

聴
広

報
担

当

人口  30,149人（-55）　男  14,573人（-37）　女  15,576人（-18）　 世帯数  13,137世帯（-15）2022.7.1現在 （　）内は前月比

広
報

誌
を

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
や

 
タ

ブ
レ

ッ
ト

で
■

や
ま

な
し

森
の

印
刷

紙
こ

の
印

刷
紙

に
は

、
山

梨
県

有
林

か
ら

の
木

材
が

使
用

さ
れ

て
い

ま
す

。

人口と世帯

選ぶ、楽しさ。
昭和堂

創業 96年 昭和堂
☎
甲州市塩山下於曽 1541-1（塩山バイパス通り）

定休日　水曜
営業時間　10：00～19：00
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①防災行政無線で訓練用の緊急地震速報が流れ
ます。

②その場で安全確保行動「まず低く、頭を守り、
動かない」を実行しましょう。

自宅や職場などで
シェイクアウト訓練に参加しよう！
その場でできる１分間の防災訓練！

 総務課　防災危機管理室　行政・危機管理担当　☎３２‐５０４１

本市に甚大な被害を及ぼすと想定される「藤の木愛川断層」などによる地震は、平成28年4月に発生した熊
本地震と同じ内陸型地震です。私たちは、熊本地震などを教訓とし、日頃から防災対策を行うことが重要で
す。特に、地震発生時に大切なことは自分の身を守ることです。
本市は県、山梨市および笛吹市と連携し、「シェイクアウト訓練」を実施します。「シェイクアウト訓練」は、参
加者が一斉に身を守るための安全確保行動をとる、誰でも気軽にできる訓練です。
皆さんの積極的な参加をお願いします！
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人工芝張替工事に伴い、次の期間利用できなくな
ります。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力
をお願いします。

利用中止期間　8月16日（火）〜12月28日（水）
※期間は変更になる場合があります。

 生涯学習課　スポーツ振興担当　☎３２‐５０９８

〈塩山テニス場〉 利用中止のお知らせ

訓練の参加登録にご協力をお願いします！
登録期間　11月1日（火）午後5時まで ※ホームページ・QRコードから登録できます。
https://www.pref.yamanashi.jp/kt-kenminc/r4shakeout/form.html

シェイクアウト+1（プラスワン）
家庭や地域、職場、学校等において避難経路の確認や、備蓄品・非常食の確認、各種
訓練（安否確認訓練、初期消火訓練、避難訓練など）を実施しましょう！


